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森林調査に ＊

⑥カラー画像解析装置

図白黒の写真を瞬時にカラー(I2色)に換

えます。

■画像の輪か〈を強調し、わずかな濃度

差を職別します。

■現像等の手間を要せず多くの情報を解

読します。

■求積計を内蔵し、求積、演算が容易、

かく正確に、コンピューター利用を可

能にします。

■操作が容易。調製はすべて自動化、だ

れでも操作ができます。

■用途．．…･森林調査、リモートセンシン

グ、気象、海洋、植生、医療、公害等
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謬 壱と株式会社

本社東京都薪宿区新宿2-13TELO3(354)0361組〒160

大阪支店大願市南区上木町|4613-3TELO6(763)08引㈹〒542

札楊営薬所札協市甫1粂西|3-317-2TELOII(281)581端〒060
名古屋営巣所名古屋市継田区金山町i-40TELO52(582)512噸詞56
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デンドロメータⅡ型(改良型日林協測樹器）
35,000円（送料共）

形式主な改良点(20mテープ1,5"円）

高さ147mm重量460ga･プリズムと接眼孔の間隔を広げてプリズムによる
巾150mm 像を見易くした。
長さ151mml)．樹高測定専川の照準装慨をつけた。

c目臨板を大きくして見扮くし，指標ふり子も長く
概要して測定Wi腿の向上をはかった。
この測樹器は，従来ご愛顧を､､ただいておりましたデd・雪ソパスの代りとして使川できるよう専用の照準
ンド戸メーター淀更に改良を加え，機械誤差の軽減によ装置をつけ，三脚に着脱が可能なようにした。
る測定鯏庇の向上をはかるとともに，プ戸シ1，点の測e.任意の水平距離による樹猫測定補正表をつけた。 ’
銑ピッターリッヒカウントの判定，カウント本の樹間

測定，林分の傾斜度および方位の測定など一・連の作莱が

．この一台で測定できるよう設計製作したものです。
したがってサンプリング調在，ピッターリッと法によ

る材積測瀧，林況飼在，地況調査，簡易測量などに妓適
です。

導
主な用途

a．ha当り胸高断面髄の測定
b単木および林分平均樹高の測定
c.11a当り材積の測定
d.傾斜度測定

e.方位角測定および方位設定

零ゴ寺一土汀＝L』二mT寺，＝､m手写社団ロ÷当十ご坐-↓士鈍二斗カム‐
東京都千代田区六番町7頚日本林業技術協会騨甥職'0僻輔
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新刊発売中定価500円
（送料共）

森林は私たちのふるさと

私たちの森林
小学校高学年から中学生むき

やさしくゆきとどいた文章にカラー写真や，さし絵を

豊富に使って，森林と自然，そして人間の
かかわりあいを，楽しくわかりやすく記しました。

③A5判/144頁
⑥カラー写真100余葉
カラーさしえ100余点

⑬20冊以上まとめてご注文になりま
すと1割引となり，さらに1冊を
無料で進呈いたします。

L
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この本の内容は

○森の国日本のこと

日本はもともと森林に恵まれた国で，もし人手を加えなければ，日本列島全体はほとんど深い森

林におおわれているはずなのです。

そして，生育している木の種類も大変多く，それらの集まりである森林の姿も，そこに住む動物
や虫なども地方によっていろいろに変化します。

○私たちの生活との関係

人倉は昔から，木材をきり出したり，炭を焼いたり，また木の実やきのこを取ったりして森林と
深いつながりをもって生活してきました。また森林は物を供給するだけでなく，雨水を貯えてゆ

っくりと川に流す働きをしますから，洪水を防いだり，雨の少ない季節でも飲料水や農業,工業
用水がかれることを防ぎます。網の目のように張りめぐらされた木の根は，山の土が流れるのを

おさえ，山崩れを防ぐのです。

このように森林は，いろいろの物を生桑出し，国土を災害から守り，また私たちの日常の生活に
役立っているのです。最近では，都市住民のいこいの場所としてもなくてはならないものになっ

てきました。

○森林をつくる

森林が自然にできあがるまでには長い年月がかかり室す。

そして，できあがった森林も年がたつとやはり弱くなって病気にかかったり，枯れたりします。

このように弱くなった所や，木材をきり出したあとには，人手を加えて丈夫な森林をつくること

が大切です。

生活を豊かにし，国土を守るために人点は昔から営盈と山に木を植えてきました。その苦しい労

働の実りを今，私たちは木材として利用しているのです。私たち自身のためにも，次の世の中の
人々のためにも，私たちは先人の努力を受けついで，りっぱな森林をつくっていかなければなり

ません。

○新しい木材の侭､方

木は植えてから使えるようになるまでに少なくても40～50年はかかります。ですから木材はその

性質をよく知って，特長を生かし欠点を補って使わなければなりません。現在では，木材をうす

く削って張り合わせたり，細く短いものをつなぎ合わせたり，一度とかしてしまって成型するな

どして，木材をそのまま使うよりも，強くて取り扱いやすい合板，集成材，繊維板などの製造技
術が発達しており，燃えにくい木材や，鉄のように固い木材もできております。
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戦後の森林計画制度の展開と今日的課題

ふじさわひで

藤沢秀

（林野庁・計画課）
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1 ．はじめに

今世紀後半に展開された日本の経済社会は，物的生産に対して高い社会的評価を行ない，産業国家と

しての日本の姿を浮彫りにしたのであるが，その過程には，公害，公共サービスの貧困等私的消費と均
衡しにくい社会的貧困を潜在的に意識させるようになり，近年にわかにそれらが顕在化し，福祉社会の

実現へと価値観の転換が進承つつある。その結果，森林に関していうならば，木材生産のほかにも水資
源の確保，環境保全，レクリエーションの場として，いわゆる緑の資産として，あるいは社会的資本と
して森林をとらえようとする考えが，一般通念として国民の中に広がりつつある。

一方木材生産は，外材による供給蛸大に伴い，昭和“年以後，国内材市場が停滞し，林業に対する意
欲の減退，林業に対する無関心層の増大，林業生産の後退等が承られる。

また山村の実態は，過疎化の"熊が深まり，林業に従事する山村民の社会的基盤が崩壊しつつある。

このように市場の停滞，林業生産の停滞，山村社会の崩壊等，いわゆる日本林業の危機的悪循環が年
食きびしくなりつつある。

以上のように森林に対する社会的要請が年を高まるにもかかわらず，林業情勢が年を悪化するもとで

は，一般国民と林業に直接関係するものとの共通的問題対象として森林問題が浮かび上がってきた。つ

まり一般国民は，森林機能の増大を図ることを強く求め，森林所有者は，所有する森林の生産力を高め

うるような条件を求め，また山村住民は，山村の衰退に対処して，森林の生産活動を活発にすることを
求めるなど森林をめぐる諸要請が年を高まりつつある。

本稿は，このような情勢を念頭において，森林計画制度の沿革をふまえたうえで，本制度の当面する

課題についてふれたものである。読者の皆様方のご批判とご意見をいただいて，いっそう補完したい所
存であります。
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・2．戦後の森林計画制度の展開過程

‘(1)新森林法の制定

・終戦後，アメリカの諸制度が日本に導入されるとともに，自由主義思想の高揚により｡，従来の強権的

な制度（50町歩以上の森林所有者には単独の施業案を編成することを，50町歩未満の森林所有者には，

森林所有者を強制的に組合員とする森林組合にその地区内の組合員の森林について施業案を編成するこ
とを義務づけた･･････昭和14年の改正森林法）が，社会にマッチしなくなった。また技術的にも従来の

施業案は零細森林所有者の集合のうえに学問的理想を押しつけようとしたきらいがあったこと，農山村

の過剰就労の実態のなかで，個別林家の所有森林に対するおもわくと国家的意図とはなかなか調整しに

くい社会的実態にあったことなどにより，従来の施業案制度ならびに森林組合制度はアメリカの占領政
策の一環において改正を迫られた。

しかし森林の実態は，戦時中の乱伐と戦後の復興資材のための伐採により造林未済地が累増する情勢

－1－



であり，災害が多発する条件におかれていたので，急いで森林を整備する必要があった。そこで旧森林

法を廃止して営林の助長として，普及指導がクローズアップされ，森林計画は社会的規範としての性請

を持ち，その実行については協同組合の理念に基づく森林組合がこれにあたることとなった。森林計画

の内容を要約して示すと次のようなことである。

（ア）森林計画体系

森林基本計画→森林区施業計画→森林区実施計画

森林基本計画は，全国を都道府県ごとにおもに流域を地区とする基本計画区（昭和27年376基本計画

区）に分け，その中に含まれる国有林および民有林を通ずる全森林を対象として森林資源の合理的な鴎

発利用および保全について農林大臣が5年ごとに計画するものであった。

森林区施業計画は，森林基本計画に基づき，民有林を対象として基本計画区の中を細分された森林区

（昭和27年2,085）につき，都道府県知事が5年ごとに計画するものであった。

森林区実施計画は，森林区施業計画に基づいて都道府県知事が毎年計画するものであった。その内容
のおもなものは，毎年の伐採許容限度量と造林すべき箇所の指定であった。

森林所有者は，適正伐期齢級未満の森林を伐採する場合および制限林を伐採する場合は都道府県知事

の許可を必要とした。

（イ）計画作成の四つの原則

計画作成にあたっては，（ア）幼齢林を皆伐しない，（イ）皆伐跡地は伐採後2カ年以内に造林する,

(･ｳ）急傾斜地の森林を皆伐しない，（エ）周期的に間伐を行なう。

以上のように国土保全等公益機能の確保と木材生産の保続を前提とする計画体系と技術的規範が初心

て作られた。また伐採調整資金制度および造林，林道，林業専門技術員，林業改良指導員に対する財政

の裏づけ等が法制化され，営林の助長にふさわしい制度が定められた。

（2）昭和32年の森林法の改正

新森林法による森林計画が全国的に編成を完了し，昭和32年度から第二期の計画にはいることとなっ，

たが，この段階は，すでに戦中戦後の造林未済地の造林が完了しており，また国民経済は，戦後の域を

脱して，経済自立5カ年計画が策定され，経済社会の発展への期待とともに木材需要が年灸増大し,_木

材価格の上昇基調がはっきりと展望されていた。一方薪炭材需要は，電力，ガス，石油等代替燃料の進

出により，減少することが見込まれていた。また保安林整備が着食と進み，国土保全の条件は年を高ま‐

っていた。

このような情勢を背景として森林政策の課題は，将来予想される木材需要の増大にどのように対処す

るかということであった。このころより森林経理学でいわれる「資源維持論」に対する批判が高まるよ

うになり，保続の概念は毎年の伐採量の保続を重視するのではなく，森林の生産力にあるとする考え方

が，小沢今朝芳氏等当時の林野庁関係者から強く主張された。

また木材的観点からの森林生産力の向上と国土保全等公益機能は両立するものであるという考え方が．

野村進行氏等')によって主張されるようになった。

結果的に，天然林を人工林化することによって期待される生産力の増を引当てにして広葉樹林を積極

的に伐採するところの拡大造林推進の論理が登場した。そして従来規制されていた適正伐期齢級未満の，

伐採制限については，広葉樹に限って廃止されることになり，伐採の許可制から事前届出制に改められ

た。

また森林区を単位とする森林資源の保統が図られても個別経営にとっては伐採不許可等により保続緩

営が困難な面があった。そこで計画を達成する手段として経営の保続が重視されるようになり,、公有林胃

について経営計画制度が設けられ，都道府県知事の認定した経営計画は，伐採許可制度の対象から除外

された。
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咽）昭和37年の森林法の改正

昭和30年代前半の日本経済の高度成長の結果，日本経済の二重構造問題が日本経済の一課題となっ
た。その中で，特に一次産業と二次産業の生産性格差が，これら産業間の所得格差問題として重要視さ
れるようになった。

このような経済問題を背景として，昭和34年に農林漁業基本問題調査会が設けられ，内閣総理大臣か
Iら農林漁業に関する基本対策の確立に関し意見が求ぬられ，35年10月「林業の基本問題と基本対策」が
答申された。

その答申の中で森林計画に関する骨子は，（ア）森林計画制度の主目的は，森林資源の保続，､維持を図
ることであって，上からの制度となっている。このような森林計画制度では，近年における林産物需要
構造の著しﾙ､変化と，林業経営の実態に即応しえないばかりでなく，行政運営上の効率からも問題であ
る。（イ）計画制度の改善の方向は，国民経済の立場から森林資源の保続，維持と木材の需給|對係を考慮
して，積極的な生産の増大および生産性の向上と林業権造の改善合理上に即応できる方向で改正を考え
‘ることが望ましいとするものであった2)o

つまり林業は日本経済の一椴造を受け持つものであり，木材需給を前提としない森林計画は，公共的
使命を失うと考えられ，また従来の森林計画に承られた規制は，自発的な個別経営の発展を阻害し，木
刺需給に対しても前向きに対処しえないと考えられた｡

その結果，従来の森林基本計画，森林施業計画および森林区実施計画が廃止され，これに代わるもの

‘として，「林産物の需給等に関する長期の見通し」をたて，これに即して，「全国森林計画」（農林大臣が
作成)，「地域森林計画」（都道府県知事が銅ﾎ計画区ごとに作成）をたてることとなった。また普通林の
伐採許可制度は廃止された。普通林の伐採許可制の廃止に伴い，保安林および保安施設地区内の立木の‘
伐採許可制を保安林制度に移すこととなった。結局行政目的を貫徹する強制的手段としては，勧告制度
が新たに設けられたにすぎない。

この段階における森林計画は木材生産のための計画としての性格を強め，個別経営の発展を促すこと

#により、結果的に森林はよくなるとする考え方にたち，林業購造の改善→森林の改善という関係が打ち
出された。

（4）林業基本法の成立に伴う森林法の改正

昭和39年，林業基本法の成立を承たのであるが，その第10条において，「森林資源に関する基本計画
及び林産物の需給に関する長期の見通し」を政府がたてて公表することが義務づけられた。その結果従
来，森林法に規定されていた「重要な林産物の需要及び供給ならびに森林資源の状況に関する長期の見

通し」が削除され，全国森林計画は森林法第4条において「林業基本法第10条第1項の埜本計画及び長
期の見通しに即し．..."たてられなければならない」と定められた。

つまり森林計画が昭和37年度段階以上に木材生産のための性格を強める結果となり，森林資源に関す
,る基本計画の大綱の中で,｢増大する木材需要に対応するよう，森林資源が最高度にその機能を発揮する
状態を指向して、50年後に到達すべき森林資源の状態を目標とする」とうたわれるに至った。

（5）昭和43年の森林法の改正

昭和36年に出された「林業の基本問題と基本対策」の中で個別の経営計画を作成させる必要のあるこ
とが答申されていたが，従来から森林計画は規範的性格を持ち，個別の経営計画あるいは実施計画とは

一線を画していた関係もあり，個別経営計画を森林計画の体系の中に組承込むことには問題があった。

しかし具体的な規制を撤廃したうえで，森林計画の達成を図るためには，個別経営の計画性に依存す
る以外に方法はない。そこで所有する森林のすべてを対象とす~る施業計画（労務，資金等の計画は除か
.れている）の作成を勧奨し，その計画について都道府県知事または農林大臣（所有森林が2県以上にま
たがる場合）が認定することとなった。

－3－
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認定にあたっては，合理化基準が設けられており，（ア）適正伐期齢から5年を減じた林齢の主伐を禁

止，（イ）要改良林分の造林の促進（ウ）過熱林分の伐採促進等が定められている。またこれら計画の作

成者には計画に従って事業を実施する場合，税制，助成等の面で有利な扱いがされている。

3．今日的課題

（1）森林計画と林業

森林は従来，林業経営を媒介として維持造成されている。明治30年の法律で，行政代執行に伴う経費

は森林所有者が負担させられることになっていたのも，森林を所有するものの通常の行為が林業である

と理解されていたからであろう。また昭和30年代に出された林業と公益の両立論，および林業樵造の改

善を通じて森林の充実を図るとする考え方の基礎には，林業経営が経済的に成立するという前提に立っ

てのものである。

しかし，外材輸入の増大，国内材市場の停滞，国内素材生産の停滞，育林意欲の減退，林業労働力の

流出，山村の過疎現象の深刻化等情勢の変化の中で，なお育林段階にある零細森林保有事業体が，企業

として明るい林業の展望をもつことができるだろうか。

従来は木材価格の高騰と，農村および山村の潜在失業によって林調後進のエネルギーは存在していた

が，昭和40年代後半はそのエネルギーの減退が著しくなるものと考えられる。

森林所有者の内発性に依存して森林を作ろうとする10年前のモデルは，ある一部の保有階層を残して

モデルチェンジをせざるをえない現状にあるように思う。

つまりドイツのように人工林が完成された国では，情勢の変化に対処して林業経営自体の中に自立的

に展開するだけの力を有するのであるが，日本の場合は，人工林目標のやっと半ばに達した段階にすぎ

ない。林業にとって必要な森林の構造ができない段階で主体繼造の改善から接近して森林をよくしよう

とする考えには限界がある。

したがって森林計画は従来のような規範計画からさらに一歩進んで計画達成のための計画を必要とし，

国および地方公共団体が財源をかかえて森林経営に深く踏み込む姿勢を明確にしなければならないであ

ろう。

（2）計画体系

昭和37年の改正法以来，森林計画は木材の需給を強く意識して策定されることになったため，森林計

画は木材資源の維持培養を図るための計画であると誤解されるきらいがあるが，森林法に述べられてい

る「森林生産力の増進」というのは，木材生産ならびに水資源確保，環境保全等諸燕の森林の機能を包

含するものである。したがって「森林資源に関する基本計画」は本来森林計画の範癖に属するものであ

るが，それが林業基本法によって定められ，全国森林計画ほそれに即してたてられることになっていた

ことは，森林計画の本質をあいまいなものとしている。

一般に計画の体系は，構想計画→課題計画→達成計画をもって織成されるものであるが，この鱗想計

画が，基本計画にあたることになろう。

次にその構想を具体化するためにどこに問題があるか，それはどのような問題か，つまり具体化する

うえで克服せねばならない課題を明確にし，克服の方向を示すのが課題計画であり，これは幾林大臣の

作成する全国森林計画のあり方として望まれるものである。

課題計画を具体的に地域におろして達成のための計画としての内容が都道府県知事の作成する地域森

林計画に望壼れるものである。

また従来の計画は，昭和36年の答申でも問題にされたように国家目的を上から下に流す計画体系とな

っているが，森林の機能は木材生産機能を除いて流動性のきわめてとぼしいものである。したがって地

域社会と森林の機能という形で計画が作成されるものであって，国家目的と穂上方式との調整が行なわ

一
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れるようにすることが望ましい。

（3）計画作成の手法

森林計画は木材生産，水資源の確保，藻境保全等多面的機能の極大化を理念としておりながら，計画
作成の手法は森林経理学の手法，つまり木材生産の保続手法を適用している。これは，個別経営の論理
を国民経済の論理に置きかえているのであるが，木材生産と公益機能の拡大が常に調和するものである
という前提に置いてこの手法は許されるものである。しかし，国民の要請が多面化しつつある今日にお
いては，どこでも，いつでも両者が調和するという前提には無理がある。

ジーテリッヒは，保統性の概念について次のように述べている。「ある森林経営が長い期間にわたって

収穫可能な林分を期待させるというだけでは保続性の概念はまだ不十分である。それだけでなく欲求と
充足の調和の基礎条件が満たされておらねばならぬ。．…･･事情によっては意識的に年之の収穫均等か
ら離れねばならぬこともある・・･･･要するに最もたいせつなことは，森林所有者が販売可能な林木蓄積
を利用する方法ではなく，予想しうる期間をこえて欲求と充足の調和に保証を与えることである｣3）と述
べている。

ジーテリッヒの考えをさらに具体的に理解することはできないが，この考え方が森林計画の根本原則

であろう。つまり未来社会を先取りし，要請されるであろう機能の達成を確保するためには，現在いか
にすべきかを計画すること，つまり森林の複合的な機能に即した利用計画が重要な計画分野となろう。
（4）森林組合のあり方

森林組合は森林法74条によって「森林所有者の協同組織により森林施業の合理化と森林生産力の増進

とを図り，あわせて森林所有者の経済的社会的地位の向上を期することを目的とする」とうたわれてお

り，森林計画達成のにない手としての位置づけと共同組合としての位置づけの二面的性格を有している。

つまり自主性に依存する組織体に行政がのっかかろうとする姿勢である。これは林業に明るい展望が可

能な段階において期待される態勢であろうが，(1)で述べたように近年林業をめぐる情勢はまことにきび

しく，また実態においても，昭和44年以後の林業の停滞に直面し，多くの組合がその運営に苦慮してい
るありさまである。

森林計画は，森林所有者の内発的な発展がなく，国民経済との間にギ.,,ツプが発生するがゆえに，国

家的観点から作成されるものであるが，その内発力の弱い森林所有者のグループに森林計画の実行を依

存することは，論理的矛盾を含むことになる。むしろ公的性格の機関として，国が積極的に組織化を図
り育成する必要がある。

4．おわりに

明治30年，森林法が成立する際，政府は全森林を対象として強い規制と管理体系を確立することをね

らったが，民間側の要請は，下戻処分の法制化（地租改正の際，官有地に編入されたもののうち，民有

地の証拠のあるものについて民地へ引き戻すこと）と山林所有者の保護立法を期待していた。つまり両

者の意図に相当のずれがあったため，森林所有者の抵抗が激しく，結局，保安林以外は形式的なものに

なってしまったが4)，このことは，今日に何かを示唆しているように考えさせられる。すなわち森林所有

者は近年の林業停滞の中で，何とか期待の持てる林業を確立できるような森林計画制度の改正なり森林

法の改正を望んでいるであろう。一方国民経済は，社会資本としての森林のあり方を強く望んでいる。

この両者の間には相当の開きがあるように思う。

もし制度改正が後者的側面を強く出せば森林所有者の反発は相当なものであろう。しかし現代は明治

の時代のように単純に規制によって達成される時代でない。従来，森林計画は規範としての性格を持っ

て作られていたが，林業の循環する条件が内発的に存在しにくい現状においては，国あるいは公共団体

が外部から条件を整備するなど，現在森林所有者が望んでいることを制度の中にセットしなければ森林

－5－



計画制度がふたたび形骸化する危険性がある。

しかし，森林計画制度の中で林業に関する分野に立ち入ることについては限界がある。したがって望
ましい方向は森林計画とあわせ林業計画が作られ，車の両輪のごとく運営されることであろう。

野村進行：「林業経営経済学」202～'219P

横瀬誠之：「森林計画制度の改正について」林業経済No.160

中村三省：「バイエルン国有林の施業案について」林業試験場報告第128号
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BD～BD(d)型土壌に，オオバスノキーアクシバ型は尾

根のBB,PDm型土壌にそれぞれ成立しており，これ

らの林床型は，地形および土壌の変化に対応しなが

ら，規則的に出現しているのが認められた。オオバス

ノキは，このうちのオオバスノキーアクシバ型の代表

的な組成種である。

また富山県，秋田県のスギ人工林調査でも，オオバ

スノキは，ブナ林の場合と同様に，尾根のBB型土壌

に成立するタムシバーオオバスノキ型の主要な組成種

として現われていた。そして，この林床型では，スギ

の40年時樹高は7.2～8.9mにすぎなかった。

以上のように，この植物はもっとも不良な立地を指

標するもので，これが多く現われるような場所は造林

対象地にはなりえないということができる。

文．前田禎三（林試）写真・宮川清（林試）
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ツツジ科，スノキ属の低木で，北海道，本州中部以

北のブナ帯および亜高山帯に生育する。

高さは1m内外に達し，小枝をよく分岐する。葉は

長楕円形ないし楕円形で，長さ5cm内外。短柄を有

する。少数の緑白花をつけ，花冠は鈍形。果実は円形

で，紫黒色に成熟し食することができる。

属名のVacciniumは古いラテン語から，種名の

Smalliiはアメリカの分類学者J.K.Small氏からき

ている。和名のオーオバスノキは，梁の大きなスノキと

いう意味で，スノキは，この仲間の葉をかむとすっぱ

いことからつけられている。

筆者はかつて北海道知内地方のブナ林地帯を調査し

たことがあるが，ここでは沢沿いの一部にサワグルミ

林が承られる程度で，ほとんどのところは，地形にあ

まりかかわりなく，典型的な裏日本型のブナ林によっ

て占められている。

これらの林を，下層植生によって林床型区分して承

ると，クサソテツ型は河岸段丘のBF型グライ土壌，

泥炭土などに，リョウメンシダージュウモンジシダ型

は凹形斜面や河岸段丘などのBE型土壌を中心に，ハ

イイヌガヤーオオバクロモジ型は主として平衡斜面の
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（三重大学・腱学部）

花崗斑岩からなる壮年期の山地が海に接し，海岸線は屈

曲に富む，いわゆる'リアス式海岸線となり海岸部から

直ちに山地斜面となっているため，海浜として見るべき

ものはない。港はオポレ谷の河口部に分布しており，集

落はおもな谷に沿う，狭小な緩斜部に線状に存在してい

る。

この地帯の山地の山頂高度の分布，および谷の方向等

を見ると，尾鷲市街地にそそぐ矢の川の流路方向である

NE-SWの方向は，臆ぽ長島町～新宮市を結ぶ海岸線

方向と平行な線を示しており，矢川峠を通る主要な綴造

線と考えられる。この方向に平行に，元行野一三木里一

賀田一新鹿一鬼ケ域の線が走り，この線の東側に今回の

被災集落が分布している。

すなわち’八鬼山，亥ケ谷山，竜門山，大蛇峰の海抜

650～690mの山頂高度を持つ稜線の東側斜面が災害発生

の中心地となっている。

このように，この地帯の山地は椛造線の支配を受けて

谷の方向が定められており，八鬼山の東側を占める九木

川はNW－SEの方向で走り，これにそそぐ支渓は,SW

-NEの方向性を有している。しかし，八鬼山の南斜面

はN－Sの谷が名柄にそそぎ，また三木里で海にそそ

ぐ八十川，賀田の古川，新鹿町の里川などは，その中下

流部がW－Eの方向の平行線状に走って海にはいって

いることが知れる。

山頂高度から見ると，八鬼山から発する九木川の分水

界稜線は簸高部稜線がほぼ600m線であるのに，中流部

両岸に400m高度の平坦面が出現し約200mの比高差が

見られ，構造線がこの間を走っていることが示されてい

る。

八十川水系は亥ケ谷山山頂から北に走る稜線と東に走

る稜線が600m内外の高度を持っているが，東に走る稜

線は亥ケ谷山のピークから500mに下がっている。北側

は八鬼山に連なる稜線が700mから次第に高度を上げて

東に走り，東側はこの稜線から分岐した稜線で限られた

四角形状の流域形状で八十川本流に対して支渓は直角に

合流している。

夕

昭和46年8月31日，大阪市南部に上陸した中型台風

23号に次いで9月9～10日の秋雨前線に刺激された集中

豪雨により，尾鷲，熊野方面は連続雨量1,162mm,日

雨量859mm,時間雨量最大110mmに達し多大の被害

をもたらした。

23号の被害は三重県中部以北に主たる災害を生じ南部

はこれに次いでいたが，9月9～10日の集中豪雨は尾

鷲，熊野地区に限り集中的な被害をもたらす結果を生来

した。筆者は，これら被災地のおもな地域について現地

調査を実施したので結果をお知らせするしだいである。

常襲的多雨地帯で優良林業地の一つである地域になぜ

今回の災害が生じたか，森林がいかなる働きをしたか，

関心を持たれる方食の参考になれば幸いである。

1．はじめに

三重県下一帯捻昭和34年9月25日の伊勢湾台風以来，

比較的豪雨災害が少なく，36年6月の梅雨前線豪雨によ

る災害のほかは大規模なものは見られなかった。そこに

今回の災害が襲来したのであるが，尾鷲，熊野の地区は

23号台風後約10日目に，引き続いて局所的集中溌雨があ

り最大時間雨量110mmに達する記録的降水鐙となった

ため，平素から多雨地帯として知られているこの地域ま

でが災害を受けたのである。しかも今回の災害は，主と

して尾鷲市の南部海岸地域から熊野の海岸地域に災害が

集中し，尾鷲市の中心部または西側の奈良県境の山地方

面はさほど被害が見られていない点は，集中豪雨の雨域

が非常に限られた範囲に生じたことを物語っているとみ

られる。尾鷲地方一帯ほ有名な人工造林による優良林業

地として知られて鐙り，今回の被災地もこの一部である

が，今回の被災地はそれなりに特性を持っており，森林

,の持つ山地保全機能の限界を越えた場合を示していると

も承られるので，災害の実態を分析して，その原因との

湧係を指摘してゆくこととする。

2．地域の地形，地質的特性

尾鷲，熊野地区の今回の被災地は，前述のごとく尾鷲

布南部から熊野市にかけての海岸線付近に集中してお

り，内陸の部分は被害が少なかった。この地帯は韮岩が

1
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。
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状節理が発達し，表面から細粒状風化を受けて

いる形態で特に亥ケ谷山の山頂部は，比高150

m程度がピークとなっている。風化物は直ちに

中腹以下に移動してゆくため，表層の土壌は薄

い。中腹以下は風化物の堆積からなり土壌層も

厚くなっているが，古川本流との合流点には，

各支渓の流下した基岩ブロック，および砂質の．

混合からなる円錐が形成されている。

このような形態は八十川方面も類似している

が，九木川の上流部は基岩のブロックがそれぞ

れ玉ネギ状の節理により表面から剥離されつ

つ，細粒状風化を行なっている特徴がある。し

たがってこの部分は山地の形成に伴い基岩が特

に強く応力を生じたことが知られる。中流部以

下の部分は風化土層の発達がよく，深い土層か

q

一
一

嘘
らなっているが，この土層のB層下部から多く

の浸透水の湧出が見られることは，この谷の特

徴の一つと考えられよう。

3．降雨の状況

23号台風およびこれに続く集中豪雨の状況に

ついて検討してみると，23号台風の際は大台ケ

原を中心とした三重，奈良，両県の県境山地に

総雨撞700mm程度の降雨量が見られた模様であるが，

海岸線寄りには尾鷲市の中心部で400～450mmの総雨

麓があった。

これに対し，46年9月9～10日の集中豪雨では，尾鷲

市付近の海岸地帯で1,000mm程度であったのに対し，

県境山地では400～300mmといった逆の雨量分布を示

台風23号（46年8月28～31日）

流域形状，山頂平坦面崩壊地構造線分布図

古川水系は上流部がN－S方向の谷であり，平谷か

ら下流がW－Eの方向に直角に屈曲した複雑な流域形

状をなしている。平谷一賀田の下流地域は北側を亥ケ谷

山の稜線で限られ，南側ば浅谷越の東にある582mの山

頂からNEに走る稜線が銀杏の南側で直角に稜線方向を

転じSE方向に走り，高度を450mに下げている。

このように各水系はそれぞれの谷の方向性と，山頂高

度分布，および稜線方向の方向性により特徴を示してい

るが，さらに三木里，賀田に見られる谷沿いの平坦部

は，両谷の椛造的特徴を示しているものである。

表層地質的に見ると，亥ケ谷山の鵬卜1腹以上はブロック

緬地｜連続雨鐙’24時間雨蛍｜最大時間雨量
W羅唱|鰔職|目擦盆聴旧|喜雰艦
尾趨南浦霧洲＃”01:1洲I"01::MI::II|96･
擬島!松本|鯏梛3"21;$卿雇弱｡開洲I|50。

~

～

■

熊野沐本繩淵I>4aO:?:洲胞"51拙淵i58．0 0

集中薮雨（46年9月9～10日）

量T最天時‘
聴|目瞬
宗一罰而~罰7前

観測地｜連続緬瞳型時間雨量｜最大時間雨量
噸大詞冒|騨蝋|目鷺雰鯉唱瞬騰
尾鷲霊祇翻::|"zWW霊可面調：|''0.0
長島診本1,::淵＃'06.5咄淵i3'"''0諺::ルS0
熊野沐本,1:;;::M|57aO1I:;;;::M#220,'0;:;::%:4'5

小支渓の拡大（スズコ谷支渓）
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は30日9時～31日9時と尾鷲に対し

て7時間のずれがある。最大時雨量

は尾鷲が110mmと最大であるが熊

野，長島は約半分で最大時雨量が生

じた時刻は熊野，尾鷲，長島と約，

時間ずつずれている。

9月10～11日の集中豪雨について

見ると，雨の降り始めは長島，熊

野，尾鷲の順で南北の両側から尾鷲

に向かって集中した様子が知れ，降

り終わり時刻は熊野，尾鷲，長島の

順に南から北に移動している。日雨

量の点から見ると，熊野，尾鷲の間

に約3時間の遅れがあり，尾鷲，長

島の間にも3時間の遅れがあるが，

量的には尾鷲が約倍近く，長島は最

も少なくなっている。最大時間雨量

は，発生時刻ほ尾鷲，長島は10分の

差でほとんど同時であるが，熊野は

1時間早く出現しており，量的に見

ると尾鷲は，熊野，長島のほぼ2倍

となっている。

以上のごとく尾鷲を中心として直

距離それぞれ20kmの範囲の海岸沿

いの地帯で非常な相違を示し，常に

尾駕の観測値が約倍の数値を示すこ

とは，この地帯の気象的特性を示す

ものと考えられる。

4．被災状況の分析

現地調査を主体に被災地域の状況

につき検討し，特性等の分析を行な

ってみることとする。

三蓮県

等雨丑線図(睡翻日時IⅢ）

自46年8月30日時至46年8月3旧時

気象台（台風23号）
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している。尾鷲市の観測値で見ると集中疫雨では，連続(I)賀田地区

雨量,1,162mm,日雨量859mm,時間雨蹴最大110mm 本地区は古川本流の左岸下流部を占めて，亥ケ谷山稜

に達しているが，豪雨の範囲は二木島港付近から海山町線の南側斜面を占めている地域である。稜線高度500m,

古里付近に至る南北約40kmの海岸線地帯に集中し，面水平距離1,500m,平均傾斜20.の東西に長い長方形の

積約8,000haの範囲であったことが知れる。斜面形状からなり，各支渓は北から南へ走り直角に古ノル

表ならびに図に示した観測地データの結果から見るとと合流している。

降雨期間としては，23号台風の際には尾鷲，熊野，長島スズコ谷,大河内川はおもな谷であるが、ツキダシ谷，

の順に雨が降りはじめ，熊野，尾鷲，長島の順に南の方小浜川等の短い渓流が数本走っている。流域面積確大き

から降り止んでいることが知れる。総雨戯におb･ては尾いもので150ha程度で，ツキダシ谷等は50～60ha程度

鷲の479mmが最大で，南側の熊野，北側の長島とも少のものである。銀杏の集落は古川の左岸側構造線下に沿

なくなっている。う堆積面に線状に位置し，背後の山地から流下するツキ

24時間雨量は，尾鷲が30日2時～31日2時であるのにダシ谷は砂礫円錐を切って直角に古川に合流している。

熊野は30日6時～31日6時と4時間のずれがあり，長島賀田の集落は盆地状の緩斜面に集中しており，背後の山
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三

錬雨ff線

高ｲ6年9，

気象

0

勾配変換部からの流路変動による災害大河内川下流部

地から流下する谷盈は扇状地を形成し古川にそそいでい

:る。

今回の災害を見るとこれら砂礫円錐，扇状地の部分で

流路の変動に伴う氾濫状態が見られているが，上流部山

地からの直接的流出土石はそれぞれの渓床に残留してい

るものが多く，集落付近で生じた横侵食および流路変

動による土石が国道面まで達し被害の原因となっている

ものがぼとんどである。これは本地域の山地中腹以下は

堆稜土からなる斜面であり，上部斜面が35.以上の急斜

面なのに中腹以下が15～12.の緩斜面からなっているた

､め，渓床部で中流部以下が強い横侵食を生じ渓岸部の侵

食による谷床の拡大を生じ渓岸部立木の根倒れにより，

木堰堤的状況を生じ崩壊土砂藤を阻止したため，下流部

＃ま洗掘型侵食により古い堆積帯を削って流下したと考え

られる。このように林地の根系層以下の土層の横侵食に

対しては，森林の持つ崩壊防止力の

限界を越えるものであり，倒伏木が

木堰状にから承合って土砂を抑止し

ている状況を見ると，これも土砂流

出防止機能の一つといえるかもしれ

ないが，このような状況は谷の規模

が小さい場合にだけいえることであ

る。

この地帯総体として，今回の崩壊

は渓床中下流部の拡大によるものが
ほとんどであり，一部に盤状崩壊が

見られたのも渓岸侵食により脚部が

削られたことで派生した幼齢林の被

害地に限られていた。賀田の中心部

は渓流の流路幅を極端に狭めて小水

路としていたため，集落上部の谷勾

配変換点付近から流路変動を生じ，

人家の床下を洪水が流下した型の災

害であり，このような被害の型は山間部集落に多く見ら

れるタイプである。

(I)九木川地区

本地区は国道311号線が左岸側を走り，八鬼山方面を

水源とするNW-SE方向の機造谷である。谷床は早壮

年の開析をなし，谷壁斜面憾比高200m程度の急斜面を

なしている。元行野～三木里方向の椛造線が谷を切る桃

ノ木橋，弥生橋付近国道のへヤーピンカーブの部分ほ大

きく崩壊し’これから上流部は急勾配で650m標高の稜

線部に達している。八鬼山体の上部は前述のごとく玉ネ

ギ状節理の発達したブロック状埜岩からなり，周辺が砂

質風化層で包まれた円礫の斜面からなっているため崩落

しやすい条件を有している。このために上部広葉樹天然

林の壮齢林内にも稜線に達する崩壊が見られた。本流域

の中下流部を限る稜線は特に左岸側に400m標高の平坦

稜線面を持つ部分があり，この付近は深い土層からなっ

ているが,下層と上層との間に不整合面があり，上層の

浸透水が不整合面から湧出している箇所が多く見られ

る。このような湧水は路面上を流下し路面流亡の主因を

なすとともに洪水時の表面流下水とともに道路の谷側の

欠壊を生ずる原因ともなっていることが確認された。

本地区は賀田地区に比し谷が大きく侵食営力が大きい

ため各支流は下流から上流に向かって上昇的に発達する

傾向を示し，稜線部平坦而に食い込んでいく様子が顕著

に見られた。

5．まとめ

以上の結果をまとめてぷると次のごとくである。
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国道の路面流亡九木川地区

(i)尾鷲市一円の山地崩壊は,62カ所，渓流の荒廃

14.65km,面績23.20ha,山腹崩壊約100カ所j21.23

haのほか旧崩壊地の拡大が1カ所,0.30ha程度となっ

ている。林道の災害ほ23号で7路線34カ所690m,集

中豪雨で12路線48カ所717mとなっているが，連続し

て生じた災害のため被害箇所に重複するものなどがある

ようで，23号台風の新生崩壊地が88カ所，面積1.07ha

といった数字も示されている状態で，前記62カ所の数

字は国庫補助対象となった集中豪雨災害の被害箇所数で

ある。これらの数字で示されている崩壊地もほとんど渓

床に近い部分の水脈による侵食が多く，規模の大きいも

のは構造線が交錯している付近にのぷ見られている。

賀田地区は山腹上部は柱状節理状の急斜面からなり，

中腹以下の谷筋の拡大によるものが主体であり，九木川

地区は下流部から中流部までは道路に沿う流下水の侵食

が目だっている。道路による影響は林道，避道にも見ら

れており，花崗岩，花崗斑岩，閃緑岩等細粒状風化を受

､けやすい母岩の地帯は，風化土の固結度が弱く流水によ

り流亡しやすいため道路の盛土面や路面等の侵食につき

配意すべきである。従来は路線が谷に沿うものが多く，

渓床面と路面との比高が小さかったため，盛土部のくず

れが斜面に及ぼす影響が少なかったが，近時路線位置が

高くなってきているため，このような侵食が山腹崩壊に

影響することが大きくなったともいえる。

(ii)賀田地区でば中流以下の渓床の幅の拡大によ

り，渓岸崩壊を生じているもの力注体であり，このよう

な小渓床の拡大は特別の康雨時に発生するものである

が，森林の機能の範囲外のものであり崩土の多くは，不

安定堆菰物として渓床内に残され次第に下流へ流下する

傾向を持っていることが知れる。この点から今後の措置

として渓床両岸の補強策が望ましい。

これに対して，九木川流域では谷筋の上昇的発達が強

小渓流の下流部拡大侵食右岸側に倒伏しかかった
立木が見られ削られている状況が明らかである

く見ら・れ，この現象は被侵食による渓流幅の拡大に対じ

縦侵食による渓流の長さの拡大とも見えるが，脚下から．

くずされる点では両者とも類似している。

(iii)各渓流の下流部は狭い水路で集落内を通過し本

流に合流しているが，この点山地帯から集落帯に移る傾

斜変換部で流路方向の固定化をなし，十分な断面幅を持

った流路で流下させることが必要である。河職として十．

分な断面積でも深さが深く幅の狭い流路は流下物で水路

がつまり，氾濫する危険が大きいからである。

6．むすび

以上今回の尾鷲地区の災害を中心に述べたが，今回心

災害につき河川工学や地質学方面の人公の意見をぷる

と，河川関係の人は古くから下流部に貯積された堆積土

砂が流出したのだという説であり，この点集落付近の被

災状況で筆者の述べたことと一致している。地質学者の．

意見としては花崗斑岩の風化が進承，粘土質に変わった

ため雨水の保水性が増し流動性の泥土となり災害を生じ

たとしている。

昭和43年9月26日には,806mmの降雨鐘を記録した

のにほとんど災害がなく，今回災害を生じた点から見る，

と，風化進行説より豪雨の連続による結果と見る方が順

当と思われる。特に時間雨逓が60mmを越す場合，一

般には必ず災害を発生しているが，その度合は幾何級数

的に増大する傾向があるため8月31日の96xnmで不安

定化された地盤に引き続いて9月10日の110mmが強く

作用したために生じた現象ととらえることが適当と考え

られよう。そして今回の災害に伴い各支渓は新しい不安

定土砂の貯留が行なわれた結果を生じているので，今後

の豪雨により順次土砂礫の流下を行なうであろうことが

考えられる。この点に対し配慮しておくことが必要であ

り，林内に土石を残しても多通の流水は低地部に向かっ

て流下するものであることを忘れることはできない。
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表 1土壌の採取場所

試験地|母岩土壌型|林床型備考

讓簿瓶割地区花崗岩Er-B林床欠除息蒜
におい

鉾立地区〃Er-B〃対照区

水島地区〃Im-(BD)ネザサ高稗現在汚染中

日比地区〃Er-B林床欠除擢去に汚染され
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▼

＝

■■

＝

I

や まじきそ這お言

山路木曾男皇
（林試・赤沼試験地）頁

＝＝

まつだむねやす苧

松田宗安皇

（林試･岡山試験地）皇
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さし付材料にしたスラッシュマツの稚苗は，1968年

4月中旬に播種し，大部分の苗が播種床で，子葉の状況

で，大きさも，よくそろったものをさし付日の5月20日

にそれぞれビーカーに抜き取り，実験室で地下部を鋏で

切り除いた。地下部を切り除くことにより，いっそうさ

し苗がそろう利点がある。

キョウチクトウは，試験地構内の同一母樹から1年生

萌芽枝を，さし付日5月20日に採取し，聴の長さは約15

cmとした。

おのおのの床土は水であらかじめ泥状にし，スラッシ

ユマツの稚苗は長さのほぼ1/3の約2cmをさし付け，

各区10本を3回くり返した。

キョウチクトウは，さし穂に葉のついてない部分のも

のをA区(20本),それより先の部分で葉のついているも

のをB区(28本）としてそれぞれ約10cmさし付けたも

のを1試験区とした。

さし付けをしたポットは晴天の日は毎日瀧水を行な

い，遮光率80％の市販シニードで日おいをし，夜間や

雨天の日は取りはずした。

（2）さし床土壌の理化学性

a理学性

それぞれの試験地から採取した土壌ば，鉾立が他の3

区に比べてやや理学的には条件がよいと考えられ，日比

区と瓶割区のAtterberg限界の流動曲線が同じ傾向にあ

るのは，地理的に試験地が近いことから，土性がよく似

ているためであろう。〔図1参照）

b化学性

いずれも有機物の少ない癖悪地土壌であるが，そのrl:'

でも鉾立は硫酸含量が高く確換酸度の大きい土壌であ

り，日比区はそのほか鉛含量も大きい般悪の土壊であ

る。水島は土壌悪化の程度の弱い土簸であり，有機物と

石灰の補給により容易に回復しうる地区と承られ，瓶割

はその中間であるがMg含量が比較的大きいことが特徴

である。

（3）さし穂の成育結果

さし付後113日目の1968年9月9日に掘取測定の結

果を生存率，地上部の長さ，重さカー次根の根数,長さ，

41旧'1..411,1･･IqIID
垂

1まえがき

岡山県の南部は瀬戸内海に接し，工場建設に好適な立

地条件を備えているのでさまざまな工場がある。なかで

も，過去の大気汚染による障害の跡が歴然とわかる銅の

精錬所付近，あるいは現在臨海工場団地として工場建設

進行中の水島地区を対象に大気の汚染が植物に及ぼす影

響の重大さを筆者らは数年来直視し，観察してきた。し

かし植物，特に樹木に対する汚染大気の被害は，性を病

虫害と混在しており，短期間には，形態的あるいは生理

的な被害状況の把握は容易でないので，大気中の汚染物

質が雨滴に溶け込んで落下し，それらの物質が蓄積，あ

るいは流亡を経た土壌の汚染状況を検討して承ようと考
えた。

そこで，汚染条件の異なる，それぞれの地区から土壌

を採取し,それを床土として,大気汚染に耐性のあるとい

われているキョウチクトウ，短期間に生育反応が見られ

るスラッシュマツの稚苗をさし付け，その生育の状況か

らおのおのの土壌汚染の度合を明らかにしようとした。

この実験に助言と協力をして下さった岡山大学農学部

石川芳達，西田晃，種村親志，岡山県挫業試験場の柳井

雅美，林業試験場岡山試験地の大滝光春，島村秀子の各
氏に感謝する。

2実験そのI

（1）さし床土壊の採取とさし付方法

さし床の土壌の採取は，1968年5月13日に，表1の

立地条件のところで行なった。

土壌の採取方法は，地表を約10cm耕転して，その位

置の土壌を，さし鉢の段だけ袋に入れ，実験室でよく混

合した後に，ワグネルポット(1/5,000a)3コに各区そ

れぞれ均一に入れ，さし付場所の，岡山市抵園，林業試

験場岡山試験地構内の露地に放置し，1968年5月20日に

それにさし付けた。

一
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流動曲線 それぞれの試験地のうちで，対照区（鉾立）と比較し

て有意差の多い順に見れば，スラッシニマツの場合は日

比区，水島区ついで瓶割区となり，キョウチクI､ウの場

合も同様な結果となる。これらは現在の大気汚染の状況

とほぼ合致する。（写真_'’2参照）

3実験そのH

実験そのIの結果から日比区で採取した土壊を床土と

したものが，スラッシニマツ，キョウチクトウともに，

さし穂の発根，生育状態がきわめて悪かったので，1969

年の春前年度と同じ日比区から今度は深さ別に土壌を採

取し，それに，スラッシュマツとキョウチクトウをさし

付けた。また，前年度ぜんぜん発根しなかった日比区の

土壌を鉢に入れたまま露地に1年間放置したものにもさ

し付け，生育比較を行なった。

（1）さし床土壌の採取とさし付方法

床地に使用した土壊は，実験そのIの日

30

29

28

念27

水26

比.25
へ

粥24
ｰ

23

22

21

20

鉾立

＄

賦馴

Ｉ
Ｉ
ｒ

Qon

234567891020

落下回鼓型睡

図1試験地土壌の液性限界

表2土壌分析表（1968年）

比区とほぼ同一場所から採取した。すなわ

ち，1968年に採取したところで，次のよう

に深さ別に採土したものを実験室に持ち帰

り，

A地表～10cmまでの土壌

B20cm～30cm"

C40cm～50cm"

に区別して，おのおのその層の土壌は均一

らに調製した後に，各区3個のワグネルポ

試麟蝉魁謡c｢戯画|"|Y:'|蕊譽輔響
瓶割地区5253．82134．35606．01．073．40．451.384
鉾立地区4.773.7237.3510010.00.442.50.600．693

水島地区5.4513.90122.451305.110.6612.20.530.6213.

日比地区4．534．1142．75658．10．152．70．600.3452

0

（注)PH.1:2.5懸濁液EC.1:5懸濁液SO4.水溶性硫酸 に区別して，おのおのその層の土壌は均一

地下部の重さを統計処理すると，スラッシュマッ，キョに混合するように調製した後に，各区3個のワグネルポ

ウチクトウともそれぞれのポット間には差はないが，採ツト(1/5,000a)に入れた。対照区としては瓶割区の土

取した土壌別に有意な差が認められた。さらに，さし付壌を採取し準備した。また，1968年に供試床土とした日

けたスラッシユマツとキョウチクトウの生育の平均値の比区の土壌をそのま室露地に放置したものにもさし付け

結果を対照区として設定した鉾立区と比較して統計検定た。さし付けに供したスラッシュマツは1969年の春播種

すると表3のとおりである。したもので，いずれも稚苗（子葉の状態）をさし付け，

キョウチクトウは実験そのIの母樹から採取
今

表3統計検定処理 したものであり，それぞれのさし付けの方したものであり，それぞれのさし付けの方

法，管理等は実験そのIの要領に従い1969

年6月16日に実施した。

（2）さし床の化学性

実験そのIの結果から床土の理学性より化

学性に問題があるように思われたので，土壌

分析を行ないその結果は，表4のとおりであ

る。．

’ﾖ比区の土壌は一般に表層に硫酸の集積が

大きく,CaおよびMgなどの腫換性塩基は，

表層より溶脱し下層に集まっているが，その

量が著しく多い。可給態亜鉛は全般的にかな

りの含量を示しているが，特に興味のあるの

は，露地に1年間放置することにより，その

■

供試植物

(%)(m)
96.715.81

100.014.75＊

1,:::*
20．0

96．7

(9)
0．75＊

0．69＊

0．01鮒：

0．95

(本）
3.4

2.5

(m)
14．64

15．43

(9)
0.29＊

0.31＊

0＊

0．41

瓶
水
日
鉾

割
島
比
立

スラッシュマツ

1"‘:＊
0

3．1

2.3虹.89．8判

2．450．98．3＊

0．4＊0．7＊

1
0．1

2．146．013．0

瓶
水
日
鉾

割
島
比
立

100.0

100.0

100.0

100.0

24.0

25.7＊

9．8＊

20．9

＊

０
０
Ｏ
２

Ｌ
Ｌ
Ｌ

キョウチクi、ウ

(注）鉾立（対照区）との間に5％危険率で有意差が認められた
もの＊．‘
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写真2キョウチク1､ウの生育状態（左鉾立区

舎謡弐郡潅舗溌使用右日比区謁）
スラッシュマツの生育状態

0

（左鉾立区，右日比区）

写真1

表4土壌分析表（1969年）
－－

1’

ECISO4
Y1

"c)/cmlppm

64．47810．6

91．21455．1

50．1’755．3

54．1784．6

22．0204．4

置幽綿,瀧
Ca Mg

O､401．49

0．390．12

0．440．27

0530．75
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３
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％
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2．0

2．2
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H｡OlKC{
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4．664．00

4．613．99

4．663．92

5．304．05

試料

一
理
妬
露
翠
６
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瓶割試験地

日比地表～10cm

日比20～30

日比40～50

日比1968年使用土壌

(注)PH.1:2.5懸濁液EC.1:5懸濁液SO4.水溶性硫酸Ec.土壌溶液の電気伝導度，塩類濃度によっ
て左右されるY1．置換酸度

ツシュマツの成育結果表5スラ
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く，汚染物質が地上に落下した結果であろう。その痕跡

が明瞭である。そして，その地区の土壌を床土とした場

合に，さし穂の発根生育に平面的に，また深さ別に差が

見られた。つまり，床土というmedi'1mを通して間接

的でばあるが，さし木の成育が土壌汚染の程度により差

のあることがわかった。このことは現在大気汚染問題で

注目されている水島地区の汚染物質とは質的に，また量

的にも大きな差異があるにしても，今後日比区と同じよ

うな変化が水島の土壌に現われるかどうかは現在不明で

あるが興味ある問題である。毎年このような実験をくり

返すことにより，その結果からあたりの植生に及ぼす影

響の実態をより明確に把握することができるよう湖待す

る。昨今は汚染物質の排出に規準がもうけられ，監視体

制が十分で，しかも，工場側では浄化設備の投資が意欲

的であっても，すでに汚染された場所に速急に樹を植え

る場合など，さしあたっての緑化計画のマクロの立地条

件の指標には，いままで述べたこの方法が比較的に短期

間で結果がわかる利点がある。その場合，日比区のよう

な汚染土壌でも一年間汚染状態からのがれれば，実験そ

のIのように，ある程度植物に対してはよい条件になる

ことがわかった。また，その場合キョウチクl､ウよりも

スラッシュマッの方が測定など取扱いに有利であると思

われた。

（この一部は日本林学会関西支部第20回で報告した）
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量が約1/3に減少変化することである。

（3）さし穂の生育結果

各区はさし付後，生存の状態を記録した。スラッシュ

マツの生存の状況はA～B～C区と土壊の採取場所が深

くなるに従って，生存期間が長くなる傾向が見られた。

キョウチクトウは，穂木のもつ栄養で萌芽した。

1969年9月16日の掘取調査では，スラツシユマツはカ

ルスは認められず，また，発根までに至らなく，キョウ

チクトウはカルスはできたが僅少であり，スラッシユマ

ツのようには明確ではないが深さ別にも差は認められ

た。俵5参照）

1968年には発根を認めなかった土壌（床土）で1年間

放置したものは，スラッシニマツ，キョウチクトウとも

に写真3のように発根し，特にキョウチクトウは穂の上

部，地際でも発根が認められた。

一

写真31年間放瞳した床土で発根したもの

（左キョウチクトウ，右スラッシュマツ）

（4）考察

実験そのI～Iの結果から，日比区においては，発根

成育状態が非常に悪かった。この地区は1893年来ほぼ

80年にわたる銅精錬の歴史的背景をもち,地形的に判断

して煙突に近接している箇所は植物の生育は皆無に近

一
「

「

a

君1組99回

■
凹
卜
Ｄ
ｐ
Ｆ
ｐ
Ｂ
ｂ
い
り
脾
■
し
り
』
ｒ
Ｌ

No.360に誤植がありました,慎んでおわび申

上げ訂正いたします。

P.15左側上から13行目

珪果を火の中に一→球果を水の中に

P.21右側上から13行目
● ●

母体の下に．…－→母樹の下に…．
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材の流通消費改善対策，④特用林産地域の振興対策，⑤

種苗生産の協業化促進，⑥大規模な森林施業体系に係る

林業技術の実習指導施設の整備等の施策を講ずることと

している。一方，森林のもつ公益的機能充実の面では，

①第4次治山5カ年計画（47～51年度）の発足による治

山事業の拡充，②国有林野内治山への一般会計負担の大

幅な増加，③森林の公益的機能計量化調査－みどりの効

用調査一の継続実施をはじめ，保安林制度の総合的検討

を行なうための実態調査を実施することとしている。さ

らに，大規模な低位利用広葉樹林地帯について，農業や

レクリエーション等と調整しながら林業を中心に総合開

発をしようとする大規模林業圏開発の実施計画策定に着

手することとしており,その実施へ一歩前進したことは，

今後の林業施策展開への一つの手がかりをつけたといえ

よう。

なお，47年度予算は5月15日に本土復帰する沖縄関

係予算を含んでいるが，沖縄については，復帰に伴い本

土の林業関係法令の円滑な適用を図るとともに，荒廃し

た森林の回復，水資源かん養機能の充実等その現状に応

じた各種の林業施策を推進することとしている。

⑫）予算の事業別概要

一般会計予算の事業別内訳は表－1のとおりである。

次にその内容について，新規または拡充事項を中心に述

べる。

まず，公共事業については，〔治山事業〕は①第4次

治山事業5カ年計画が発足し，治水な承に前計画の2倍

の事業規模（6,850億円）が予定されていること，②国

有林野内治山負担が大幅に増加したこと，③新たに防火

林造成事業，劣悪保安林改良事業が予算化されたこと，

④46年度から実施している保安林整備事業を拡充実施す

ることなどによって，予算額は対前年度比133％と伸び

ている。〔造林事業〕は実勢に合わせた補助単価の引上

げとともに，新たに，①共同森林施業計画に従って行な

われる造林については，団地造林の採択基準の緩和（20

ha→10ha)および普通再造林に対する補助の実施を図る

こととし，②一方，農林漁業金融公庫の造林資金貸付条

件の改正によって，都道府県が行なう拡大造林について

は，融資により実施することとしている。③その他，森

林組合受託造林に対する補助対象経費の範囲拡大，ポッ

ト造林の推進，組織造林推進対策調査の助成を行なう。

〔林道事業〕は，林道改良事業の拡充実施として①幅員

改良の拡充（3.6m→4.0m)②採択基準の緩和（利用区

域面積100ha→50ha),を図ることとしているほか，農

免林道事業で46年度から行なっている簡易舗装は引き

続いて拡充実施する。なお，大規模林業圏開発調査につ

一二－－-－‐一一

’1
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1．はじめに

47年度予算政府原案は，1月12日の閣議で決定され

た。その編成方針は，通貨調整に伴う国際経済環境の新

たな展開に即応しつつ，当面する国内経済の停滞をす象

やかに克服するため，予算および財政投融蜜計画を通じ

て積極的な規模の拡大を図ることを基調としており，景

気調整大型予算となっている。すなわち一般会計予筑の

総額は，11兆4,704億円で前年度当初予算に対し21.8％

の増加，財政投融資計画は，5兆6,350億円で同じく

31.6％と大幅に増加している。

このような情勢の下で編成された林業関係予算は，明

暗分けた民・国といわれているように，民有林関係は一

応の伸びを示したが，国有林はきわめて厳しいものとな

り，一般会計予算と特別会計予算の性格が，はっきりと

現われる結果となった。以下民有林，国有林別に，47年

度予算の概要を述べる。

2．民有林関係予算の概要

（1）47年度予算の特徴

林業関係一般会計予算の総額は,1,000億1,872万円

で初めて1,000億円の大台に達し，前年度当初予算対比

29.2％（補正後対比20.7％）の増加となっており，農

林省一般会計予算の伸び率19.7％輔正後13.5％）を

上回っている。

47年度予算編成にあたっての課題は，国内林業生産の

停滞,外材輸入の増大，森林のもつ公益的機能充実への

要請の多様化等の林業が直面している諸問題をふまえ

て，今後の林政の方向を明らかにし，これが対策を予算

に具体化することである。

この視点から，47年度予算においては，造林，林道事

業の積極的な拡充実施による林業生産錐鍵の整備を図る

とともに，合理的な林業経営を確立することをねらいと

して新たに①森林組合による団地共同森林施業計画の

作成・指導，②第2次林業機造改善到喋への着手，③木

‐

《
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表－1昭和47年度林業関係一般会計予算(沖縄を含む） 実施する。〔保安林盤備管理〕は，森林に対する新たな

要請に即応しうるよう保安林制度の検討を進めるための

実態調査を実施する。〔森林計画〕は新たに①小規模森

林所有者が森林施業の計画的合理的な推進を図るための

森林施業団地共同化事業を実施することとし，②また地

域森林計画の精度の向上，業務の効率化を図るため，立

地級調査等の実施，電算機の導入を行なう。③2年目に

なる森林の公益的機能計量化調査は，新たに総合的計赴

化手法の開発調査，蟹用分担基準確立調査等を実施す

る。〔林業普及指導〕は新たに,森林施業の大型化,省力

的な林業技術の実習指導を行なうため，林業技術実習指

導施設の整備につき助成する。畷良種苗確保〕は新た

に，①苗木生産業者の協業を促進するため，5カ年計画

で種苗生産協業化促進饗を助成する。②林木育種事業で

は，クローン義成事業に若手するとともに，発根促進施

設の整備を4カ年計画で行なう。〔林産物生産流通改善

対策〕は新たに，①木材流通消費改善対策事業を実施

し，木材共同取引きの推進，情報活動の強化等を行なう

とともに，②北海道の合板製造業および製材業の経営の

安定合理化を図るため合板・製材製造業設備調整促進事

業を行なう。その他内陸製材振興対策事業については引

き続き拡充実施する。〔林野庁一般行幽の中では保安

林制度検討，木材需給問題総合検討調査，山火酬防火線

等設億基準調査，森林共済保険制度検討調査等の林政新

展開の基礎となる事項が，新たに予算化された。〔その

他〕林業労働力対策，山村青年教育指導，森林病害虫等

防除，林業試験指導機関育成強化等においても，従来施

策の拡充がおのおの行なわれた。，
3．国有林野事業予算の概要

（1）47年度予算の特徴

国有林野瀬業特別会計（国有林野事業勘定）予算の総

額は，歳入額1,656億門，歳出額1,756億円であり，歳

入歳出差引100億円の歳出超過予算となっている。これ

を前年度予算額と対比すると，歳入額で78億門(4.5％）

の減少，歳出額で28億円（1.6％）の減少となり，歳出

超過額は50億円の増加となっている。、

47年度予算の課題は,ますます悪化の度を深めている

国有林野事業の財務状況下にあって，国有林に要請され

る公共的使命を果たしつつ，経営収支の不均衡の拡大を

最小限に食い止め，次年度以降における経営の抜本的改

善策へつなぐことである。

このために，①投資のくり延べ，経蟹の節減等事業全

般にわたって，支出を極力圧縮し，②国有林野内治E事

業の一般会計負担を大幅に増加した｡その一方,国有林
野の新たな展開の萌芽として，①環境緑化樹木生産事

－
-－－－

－|蕊蔦圃′‘
前年度A

事項予算額
（当初）

扉減而顯』'髭【公共】
1治山事業

2造林事業10,851,00013,697,234126.2

3林道事業16,913,00021,017,208124.3

4災害復旧事業等1,878,5674,013,117213.6

公共事業計|65,072,567185,765,519113LS
【非公共】
ユ林野庁一般行政472,590576,493122.0
2審議会495515104．0

3森林組合助成等88,137101,426115.1

4林業溝造改善対策事業6,105,7956,999,665114.6

.5林業労働力対策159,704176,867110.7

6保安林整備管理271,261309,262114.0

7森林計画665,307772,370116.1

8林業普及指導1,735,0102,016,400116.2

蕊熱
'5練業試験場の運営,墨職:1,::::::謡駕（計）

‐ﾛ

〆

：』"蓋難語
16山林事業指導監督費23,09

非公共事業計12,364,07

177,436,6451O0,018,711~"合計一
』

いては，基本計画調査が完了した3地域について開発実

施計画の策定に着手し，継続3地域については引き続き

基本計画調査を行なう。

次に，非公共事業については，〔森林組合等助成〕は，

①新たに入会林野整備によって設立された生産森林組合

を育成指導するため，6年計画で入会近代化生産森林組

合育成指導費を助成する。②森林組合制度の問題につい

てば，引き続き検討する。〔林業構造改善対策事業〕は，

①第1次林業構造改善事業の計画地域指定が46年度終

了するに引き続き，第2次林構事業を47年度以降10年

計画で，全国1,000地域（47年度100地域）につき実施

することとし，②さらに第2次林構対象外地域につい

て，里山再開発事業，間伐対策事業を引き続き助成する

とともに，③新たに，特用林産物の生産流通の合理化と

主産地形成を促進するため特用林産地域振興対策事業を

●
■

‐
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業，②森林レクリエーション。エリア・モデル調査を始

めることとしてﾙ､る。

上述の歳出超過額は，46年度末持越現金見込在高から

ぶて，充当可能な限度額ぎりぎりのものであるが，国有

林野事業がここまで追い込まれた原因としては，木材価

絡の低迷による収入の伸び悩承，人件費の上昇，事業地

の条件悪化等による支出の増大と収支両面からの圧力が

あるが，根本的には，わが国の経済社会の動向に弾力的

に対応しえない国有林野事業の体質に基因すると思われ

る。

（2）予算の主要事項

次に，予算の主要事項について述べる。〔主要事業量〕

極，表－2に示すとおりである。①まず,伐採量につい

ては，公益的機能発揮への要請および森林内容の充実等

,への配慮から，前年度に比べ263万m3(12%)減となっ

ている。②新植面積は新規発生の要更新面積相当分にと

どめ，③林道新設は，諸事業との調整を図りつつ，極力

先行投資分をくり延べることにする。

表－2主要事業量

にも，内容的にも今日の林業情勢に対処する意欲を示し

たものとなっている。しかしながら，前年度に対する伸

び率を公共・非公共事業別に象ると（表－3参照）前者

が132％，後者が115％であり，総額の伸び率の上昇は，

もっぱら公共事業の増加によるものであることがわか

る。しかも，総予算に占める公共事業の割合は，85％と

きわめて高い。

表－3対前年度比（一般会計）

医与~奪'4§｜“’47
I

118％

115

118

117％

113

117

132％

115

129

公共

非公共

総計
へ

これらのことと，造林・林道事業は，同じ公共事業と

いっても，道路，港湾，治山・治水等と異なって，森林

所有者の利益との関係が常に問題となっていること，ま：

た47年度予算に見られるように，公共事業が政府の財

政政策の中での景気調整策として使われる度合が高めら・

れていることなどから考えると，林業公共事業について

の明確な方向づけをする一方非公共事業のいっそうの充

実が望まれる。

これがためには，経済的機能と公益的機能を合わせ有

するという森林の特性を十分に生かした施策の推進を図

るとともに，従来の林業の範囲を乗り越えた広い立場か

らの施策，先進林業地と後進林業地あるいは都市近郊地

帯と農山村地帯というような個々のケースに応じたきめ

細かな施策が必要となる。

国有林野事業の今日の窮状は，国有林野事業の象の廠

題としてでなくj林業全体の問題としてとらえ，その中

での新しい展開を行なう必要がある。

またそろそろ48年度予算の検討が始まるころである

が，現在検討中の「資源基本計画と需給の長期見通し」

の改定あるいは森林計画制度，保安林制度，森林組合籾

度等の方向づけを早急に行ない，47年度予算をさらに前

進させた新たな内容を盛り込むべく努力をしなければな

らない。

財政の硬直化が進承つつある中にあって，森林の多面

的機能に対する国民的要請に答えつつ，国際競争力のあ

る林業を育成強化するためには，森林の各種機能につい、

ての計量的解析を行なう一方，社会的な資本としての森

林の充実も，計画的・合理的な林業の推進により達成さ

れるということを林業人の一人よがりでなく，広く国尾

に理解してもらい，国の林業投資に対する国民の同意を

得ることが必要である。じふなことではあるが，このこ

とが当面する大きな課題であるともいえよう。

、

事 業 46年度

（590）
22，106

6，200

83,000

1，575

対前年比47年度

（590）
19，474

6，200

73，000

1，165

伐採量(千m3)

素材生産量(千m3)

新植面積(ha)

林道新設延長(km)

88.1

100.0

88．0

74．0
ー■一

（）朧官行造林外数

〔各種事業の合理化〕ほ，各事業とも従来から行なって

きた機械化率の向上と合わせて，作業工程の合理化を促

進し，なおいっそうの生産性向上を図るほか，①生産事

業では,高密路網を基盤とする作業の推進②育林事業で

ば，ポット造林および人工補整による天然更新施業の推

進，③林道事業では，利用の実態に応じた合理的な規格

の採用等を図ることとする。〔国有林野治山事業の一般

会計負担〕は，従来の石狩川等10大流域を75流域に拡

充し,その地域の復旧治山事業に要する経費66億円(前

年度予算22．6億円）を，一般会計負担により治山勘定

の国有林野内治山として実施する。〔新たな事業等〕と

しては，①生活環境緑化に必要な樹木の需要増大に対応

して，高木を主体とする緑化樹木を安定的に供給するた

あ，環境緑化樹木生産事業を実施する。②さらに，森林

レクリエーション対策として，自然休養林の指定（7カ

所）整備，モデルスキー場の新設（1カ所）拡充等を引

き続き実施する。

4．残された課題

以上述べたように，林業関係一般会計予算は，金額的

《
』

り
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道・民
有林

263

52

1

’ ’ ’
大学
演習林

59

49

樹 種

ﾄドマツ

アカエゾマツ

シロエゾマッ

エゾマツ

カラマツ

スギ

国有林

526

380

林

２
７

有
７

社 合計

920

488

1

115

316

98

樹種別造林技術総覧

4
96

46

15

6 ３
２

１
9トドマツ・エゾマツ・アカェゾマッ

268

83

昭和46年度北海道林木育種協議会資料
昭和46年7月現在

表－2採種園造成状況
（）造成予定ha

もりたけんじろう

森田健次郎

（北海道立林業試験場）

Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

まえがき

北海道の森林を溝成する針葉樹の蓄積の大半を占める

とともに，主要造林樹種に用いられているトドマツ・エ

ヅマツ類について，造林技術のあらましを紹介する。ト

ドマツとエゾマツ類は分類的にも別凌な属一モミ属，ト

'ウヒ属一であり，生理的，生態的にも大きな違いが孝ら

創れる樹種で，両種を蓑とめて記載することには無理が生

ずるのをあえてこうしたの朧，林業上ほぼ同じように取

‘り扱われているし，分布上は共存の樹種であるところか

ら，それぞれ樹種ごとに分けて考えた方がよいものと，

共通して考えた方がわかりやすいものとに分けた。本州

のスギやヒノキの造林は長い歴史をたどって，その造林

技術が体系化されているように考えられるが，トドマツ

･･エゾマツの造林はまだ60へj70年の過程のなかでにし

かすぎない。しかし林力増強案が出されてから，人工造

林面積も急増してきて，今後人工林からの生産にかけら

れる期待も大きいことから，その造林技術上の問題点な

どについても‘いろいろ考えて象た↓､。エゾマツ類の造林

#ま戦前大部分＝･ゾマツ（クロエ･ゾマツ）で占められてい

たが，現在大半がアカエゾマツであるので，ここでは主

としてアカェゾマ･ツについて述べることにした。

エゾマツとアカェゾマツはともにトウヒ属の1種であ

･るが，エゾマ･ツはオモリカ節にアカエゾマツはヘリモミ

節で，それぞれ分類学上の節が異なり。生理的，生態的

な特性も違いが承られ乙。

‘1．育種

トドマツ．､アカエグマツの育種については，トドマツ

‘の球果型の分類やエゾマツ類や，；トドマツ，シラベ，ウ

ラジロモミな淫のモミ属相互間の交雑試験が戦前から行

なわれてきた。本格的に林木育種が進められるようにな

ったのは，昭和32年に林木育種場が設置され，林木育

鍾事業とL垂精英樹の選抜，〃ローン謹鹿採種園の造
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成がなされるようになってからである。

北海道で行なわれている精英樹の選出状況，採種園の

造成状況，採種林設定状況は表－1～3に示すとおりで

ある。

採種園に関する試験として国内の土壌管理，植栽密

度，採種木の樹形調節および結実促進法について実施さ

れている。

採種園からの種子による苗木の品質は，事業用に用い

られている穂子からの苗木より，苗長，得苗率とも比較

的良好な成繊を示している。

なお，最近におけるトドマツの育種として，寒さの害

に対する抵抗性個体の選抜，地域性の問題などについて

検討されている。

トドマツの地域性とタネの需給区域

トドマツの分類は，球果の苞鱗と種鱗の形状から，ア

カトドマツ，アオトドマツ，カラフトシラピソ，ネムロ

トドマツなどに分けられていたが，アカトドマツとアオ

トドマツはともに近縁のもので中間型のものが多く，両

種の境が明らかでないことが確かめられた。球果の苞鱗

や種鱗の形状か．ら，現在ではアカトドマツを基本種とし
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タネの貯蔵は，通常庫内温度十2。±1｡C,湿度45%土

3％の恒低温，恒低湿の空気調和装置付きの全自動式管

理貯蔵庫で行なわれ，冷温低湿の開放貯蔵法が採用され

ている。タネの貯蔵ではタネの活力保持とその含水率の

間に密接な関係があり，貯蔵期間中のタネの含水率を10

％以下に保つと少なくとも5年間はさほど活力を低下さ

せないで貯蔵が可能である。

母樹1本当たりの結実量，タネの粒数，発芽率などの

平均値は表－4のとおりである。

表－4結実量，粒数，発芽率

て,アオトドマツはその変種に分類学上用いられている。

そして球果型の調査においてA型からH型まで8型に

分け，そのうちA～D型までをアオトド系統,E～H型

までをアカトド系統に区分している。

アオトド系統の球果の大きさは，アカトド系統に比較

して大きく，種子の1,000粒重もアオトド系統が重い。

トドマツの南限地方である桧山地区のトドマツは，アオ

トド系統が多く，他の地方のものに比較して球果は大き

く，種子の重さが重い場合が多い。根室地方のトドマツ

は，アカI､ド系統が多く，球果が小さく，種子の重さは

軽い。まき付苗木，床替苗木の成長では，アオトド系統

は一般に生育が良好で，とくに北海道西半部のトドマツ

の初期成長は，北海道東半部のものより大きい傾向が認

められている。桧山地区のトドマツは，他の地区の産地

のものと明らかに遮ったタイプを示しており，苗長が大

きく，苗木の葉の数が多かった。

霜害や寒風害などの寒さの害に対する抵抗性は，一般

にアカトド系統がアオトド系統より高い傾向を示してい

る。苗木の生育経過も，芽出時期は浦河や根室地方の産

地のものが，西部地区のものに比較して遅い傾向が認め

られる。東部地区でも，十勝，網走地区のものは，西部

のものと，根室，日高地区のものとの中間的な値を示す

傾向がある。

トドマツのダネの需給区域として地域性や立地条件を

勘案して次のような試案が発表されている。すなわち北

海道東部，中央部，西部の3育種区に大きく分け，東部

では海霧地帯として根室地区を分け，中央部では宗谷地

区と西部では渡島半島地区をそれぞれ細分し6区に分

け，さらに海抜高600m以上を高地としている。

2．育苗技術

（1）開花・結実習性

トドマツの花芽分花は，7月上旬から8月上旬のころ

で翌春5月中旬ごろ開花受粉して7月中旬ごろまでに急

激に成長する。9月上旬ごろ成熟して9月下旬から10月

上旬になると球果は果刺Iを残してタネと鱗片は飛散す

為。アカエゾマツは花芽分化期は，7月下旬から8月中

旬のころで，翌春5月下旬開花する。エゾマツはアカエ

ゾマツより開花期は約2週間ほど早い。球果の完熟期ば

9月下旬～10月上旬といわれている。

トドマツ，エゾマツやアカエゾマツとも周期的に結実

の豊凶が現われ，トドマツとエゾマツはほぼ3～4年ご

とに,アカエゾマツほ4～5年ごとに豊作か並作が来る。

凶作の年のタネは不稔粒が多く，発芽率などタネの品

質が低下しており，かつ採取澱が荷くつくなどの理由か

ら，豊作の年に4～5年分のタネを採取して貯蔵してお

く。
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（東大北海道淡習林，道有林の擬料）

（2）まき付け

まき付けの時期は，積雪状態や苗畑の土壌凍結，凍上

の条件および土壌の性質によって，秋まきかまたは春ま

きが行なわれる。秋まきの場合には春まきと比較して発

芽の時期が2～3週間早まるので，融雪の時期が早い空

知地方の南部や札幌付近では，晩霜害を受ける危険があ，

る。さらにこれらの地方の苗畑土壌は一般に埴土系土壌

であって，冬季間積雪下の土壌表面は過湿状態となり，

種子の腐敗を生じやすくなる。春の雪解けが遅い地方で

は4月中にまき付作業ができないので，秋まきが有利で．

ある。春まきの場合には，種子の休眠打破のため，60日．

間近くの低温湿層処理が必要である。実用的には雪中埋

蔵を行なうのが便利である。春まきは，融雪後なるべく

早くまき付作業を終わるようにしなければならない。ま．

き付時期が遅れると，発芽を始める前に乾燥期にはいる．

ので，発芽力握延し，発芽しても病害にかかりやすく得

苗率が低下する大きな原因となる。

エゾマツ類の種子は水湿に弱く，過湿になりがちな冬

の間に発芽能力を低下さ,せることが多く，普通春まきが．

行なわれている。

まき付床の管理

最近の育苗苗畑は諸施設が完備されるようになってき・

た。潅水装置，全面被澱寒冷紗の高張施設などであぉ。

北海道では発芽のころ乾燥期にあたり,.特にエゾマツ類

の稚苗は乾燥に弱し､の･で,,土壌の水分状態には注意しな

ければならない。エゾマツ当年生稚苗の瀧水試験では，

3日おきに行なったものが,,地上部，地下部とも成績が

良好であったという。

一
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日おいはトドマツ，エゾマツとも晩霜害を防除するため

と，発芽当初ば直射光線を受けると生育が阻害されるの

で，その陽光を調節するため，まき付床には必要なf諜

である。最も良好な生育を行なう陽光量は約70％とい

われており，日おいに用いる材料は，50～70％程度の陽

光量に加減できるものが適当である。日おいは遅い時期

までかけておくと，苗木の根茎成長が悪く，したがって

晩霜の危険期が過ぎたら朝夕ははずして，日中だけかけ‐

てやり，9月中旬以降には取りはずして日光に十分にさ

らされることにより健全な苗木を育てることができる。

寒冷紗高張りの全面被覆は，張ったまま機械がはいり

各種の作業が容易にできる利点がある。

（3）床替え

一般に苗木の地上部，地下部の成長経過から，移植の

時期や施肥の時期を関連づけて考えることが望ましい。

そこで床替えの季節は春と秋早くの時期に行なわれる

が,春,冬芽が開葉し始めてからだと活着が低下する。エ

ゾマツはトドマツと開葉期がほぼ似ているが，アカエゾ

マツはトドマツより遅いので，床替時期を延ばしうる。

夏の8月中旬から9月中旬にかけての床替えは，床植

えの第2の適期と考えられる。このころ移植した苗木

は，10月中旬ごろまでに根は成長を続け，移植作業によ

って受けた影響をほぼ回復する。しかし9月中旬を過ぎ

ると，気温の低下とともに，根の成長も緩慢になり十分

な目標を待たないうちに越冬することになるから，気象

害その他の被害にかかりやすく，翌年の成長もあまり期

待がかけられない。トドマツの場合には，春の床替えは

融雪から開葉期までの期間が短いし，移植後乾燥期には

いることから，むしろ夏の床替えの方が適当とする場合

がある。しかしアカエゾマツは，秋植えより春植えが適

当であろう。

（4）すえ置き

トドマツ，エゾマツ類とも，幼時の初期成長が緩慢で

あるため，まき付翌年と床替翌年はそのまま同じ場所に

すえ置くことになる。この時に幹部に二次成長が出やす

いので樹形を整え，細根の発達を促すために根切りを行

なう。側根切りと直根切りがあるが，苗畑の土壌条件と

苗木の生育状態によって勘案しなければならない。最近

は省力のたあ，ほとんどトラクターを利用して機械によ

る方法が多く取られている。

（5）除草

従来苗畑作業工程で，最も人手を要するのが除草作業

であった。昭和37年ごろまでは，苗畑作業所要総人口

数の除草に要する労務の比率は40～50％を占めていた

が，除草剤の開発利用によって，苗畑の機械化と相まつ

て，作業の省力化を急速に進めてきた。

苗畑出現雑草のうち，苗木に悪影響を与えるのは，ハ

コベ，アカザ，イネ科，キク科の雑草があげられる。

苗畑除草剤には，土壌表面処理のものと土壌混和処理

の2方法があり，雑草に対する選択性と，苗木の薬害に

対する安全性が要求される。現在実用化されている薬荊

はほとんど土壌表面処理剤で，床替床に対しては使いや

すいが，まき付床としては，殺草機能が，種子の発芽時

に枯殺するものであるため，苗木の薬害の発生など欠点

が認められたが，最近の土壌混和処理剤はその点が改良

されてきた。

薬剤としては,CAT,プ戸パジン,NIP剤が実用

化されているが，さらにEPTC,MO-500,サター

ン,X-52などが適用化試験を終わっている。

1種の薬剤を用いるより，土壌混和処理方法と土壌表

面処理方法を組承合わせて連用すると，きわめて効果的

である。除草効果は，完全枯殺を図らなくても，苗木と

競争しない範囲に雑草発生本数おまぴその成長を抑制す

ることにより十分目的は達するので，毒性に対する安全

性の観点から，除草剤は今後抑制剤としての方向になる

だろう。

（6）育苗標準

トドマツとアカエゾマツの育苗標準を示すと，表－5綴

表－6のとおりである。なお，現在道有林で用いている

トドマツ山出苗木規格を表－7に示した。

f垂

'

表－5トドマツ育苗標準（道南，道央地方）
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があげられる。ダニにはネオサッピラン，コガネムシと

ヤガの幼虫には有機燐剤，アブラムシにはエカチンなど

が効果があるといわれる。

（8）苗畑作業の機械化

苗畑労務事情が悪化してきて，その作業も省力化が図

られ，国有林や道有林の苗畑経営管理方式は，大面積集

中管理による合理化と機械の導入が積極的に行なわれる

ようになった。

薬液の散布はスピードスプレーヤー，苗床の作成は，

ベッター，堆肥の運撤と散布に，マニヤスプレッター，

排水溝の作成にデッチャー，自走式床替機プランターな

どが，そのおもなものである。もっとも労力を要した除

草は除草剤散布によって置き換えられ，床上げや移植が

機械化されると，作業仕組承は大きく変わり，苗畑設計

から機械に合わせて行なわなければならない。機砿化に

伴う苗木の形質管理など今後残された問題は多いようで

ある。

（9）施肥

トドマツとエゾマツ類の養分の吸収についてみると，

アカエゾマツは生育期間中は，季節にあまり関係なく，

ほとんど一様に窒素，燐酸，加里を要求する。トドマツ

は休眠期間中に多通の窒素を吸収，貯蔵する。これらの

ことから武藤氏は次のように整理している。

i.エゾマツ，アカエゾマツとトドマツとの養分要求

度にはあまり大きな違いがない。

ii.アカエゾマツとトドマツの養分吸収時期には大き

な連いが認められ，エゾマツ，アカエゾマツ，トドマツ

の最も有効な追肥時期にはそれぞれ違いが認められる。

iii.エゾマツ類とトドマツでは肥料要素の吸収，貯

蔵，利用の過程に大きな週､が認められる。

3．育林技術

（1）造林適地

造林樹種を選定する場合，一般には地位指数を用いて

林地生産力を推定する方法が取られるが，内田氏は’樹

種ごとに現地で測定できる因子を調査し，その生育に対

する阻害因子でその箇所の地位を判定する簡易法を提唱

している。トドマツに対しては方位，常風，寒風，霜，

植生，土壌型,A層の厚さ，有効深度などをあげてい

る。トドマツ人工林の成長のよい立地は,BD型土壌に

多く，その深さ20～30cmの斜面下腹部のところであ

る。酸素量に対する要求度について象ると,トドマツは

アカエゾマツより大きい。アカエゾマツは比較的浅根性

であるので，トドマツより有効深度の浅いところでも根

が伸展しやすい孔隙があればよい。トドマツ，ニゾマツ

類とも植栽適地の土壌型は,BD,BE型で|,Bc型がこ

表－6アカエゾマツ育苗標準（北見東部）
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（7）病虫害

まき付床では立枯病,雪腐病の被害が多い。立枯病

は，フザリウム菌とリゾクトニア菌がおもなもので，発

芽当初の気温がまだ高くないときにはリゾクトニア菌に

よる被害が多く，気温が高くなると，フザリウム菌が多

く検出されている。またフザリウム菌はむしろ二次的な

性質が強いといっている人もある。立枯病は，タチガレ

ン剤をまき付直後に散布することによって抑制されるよ

うである。アカエゾマツのまき付床に立枯病が多く発生

して，得苗率が低かった埴土系土壌の苗畑で，ピートモ

ス客土により被害が激減した例がある。雪腐病に対して

趣，チウラム剤,PCNB剤などを，根雪前にIn2当たり

59ぐらい散布すると，ほとんど防除できるといわれて

鮒､る。

害虫ではトドマツノハダニ，コガネムシとヤガの幼

虫，トドノネオオワタムシ，1､ドマツオオアブラの被害
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れに次ぐ。これに対して不適地に考えられる土壊条件

ほ，緊密で,A層が薄く(10cm以下),重埴土で，乾

性型⑱A・BB型）または湿性型(BF型）およびグライ

(G型）のところである。またアカエゾマツの成績不振

のところでは，粗粒の火山砂礫を主体にした水分や養分

の少ない清悪地があげられる。土壌条件とともに，不成

績原因のうちで最も多い要因にあげられる霜害の多発地

形のところはトドマツの不適地としてはずさなければな

らない。

（2）地ごしらえ

北海道の地ごしらえ作業の対象植生はそのほとんどの

90％がササ類である。トドマツ・エゾマツ類とも筋刈り

が原則として行なわれる。刈払いの幅と残し幅の間隔

は，ササの高さ，密度，地形によってそれぞれ広狭があ

る。

刈払いの時期は，盛夏の気温の最も高い7月中旬から

8月上旬が適期である。この時期に刈払いを行なうと翌

年のササの回復再生が他の時期に比較して最も低いから

である。

刈払いに使用される道具は，最近ではほとんど刈払機

械のプッシュカッターが用いられ，手直し程度や漉木の

除去，伐根の調整に鎌，腰鋸，鉈，チェンソーが併用さ

れる。

地持作業は下刈作業とともに，育林作業でもっとも労

力を要し，林業労務の減少につれて省力化が要望され，

機械化と薬剤の利用がそのにない手として代わりつつあ

る。

ブルトーザ地ごしらえ

ブルトーザに排土板をつけてササの地ぎわを押し，腐

朽した伐根や潅木，伐採木の枝条などを一定間隔に積承

上げる方法である。大きい伐根の周囲に残ったササは，

刈払機か鎌で手直作業を行なう。道有林の資料による

と,1ha当たり9時間の稼働で,ブルトーザの借上料が

26,000円，人力手直し作業が6,000円，計32,000円で

仕上がっている。ha当たりの経費は，人力で刈り払っ

た場合と変わらないが，労務ば90％ほど省力化される。

ブルトーザ地ごしらえ跡地では，その後の植付工程や

下刈工程が増し，下刈期間の短縮効果があるといわれ，

下刈完了時点では事業費は20％以上軽減されるととも

に，80％程度の省力効果が承られる。

プルトーザを利用した階段状地ごしらえや，自走式ハ

ンドトラクターによるササの刈払機などが考案されて試

作されているので，地ごしらえ作業に対する機械化は今

後ますます改良発達していくものと思われる。

除草剤を用いた全面地ごしらえや鯲也ごしらえが行な

われた所もあるがまだ試験段階である。

伐採前の先行地ごしらえは，伐採2年前にササ枯殺剤

を用いて柿殺し，伐採時に枯れたササを倒伏してその翌

春植栽する作業法である。クマイザサでよく柏殺したと

ころでは効果が高いが，枯れ方がよくないところや，チ

シマザサ地帯では，ササの梓が硬化するため検討の余地

がある。

（3）植付け

林種転換林分においても全面皆伐造林が少なくなり，

ある程度上木に保護樹を残した形式が多く取り入れられ

るようになってきた。施業方法が改善されるとともに苗

木の規格が大型化して表一7のように苗長40cm以上

が44%,50cm以上が52%と，ほとんど5年生以上の

大型苗木が採用されるようになった。林地の路網が高密

化して苗木の運搬が容易になってきたことや，苗木の運

搬に用いる苗木コンテナーの改良普及.とともに，植栽後

の活着とその後の初期成長の成絞が向上している。

植付けの時期は，トドマツ・アカエゾマツとも，開葉

前の春4月下旬から5月中旬にかけて最も多く植えられ

ている。秋植えは8月下旬から9月下旬にかけて行なわ

れている。植栽の時期が春と秋の一定期間に限られるた

め，植付けに要する労務はその時期に多くの人口数を要

求される。労務の季節配分を均等にするため，植付期間

を延ばす方法が検討され，苗木の雪中埋蔵法や，ピート

ポット苗木の育成によりある程度の効果があげられてい

る。

苗木の成長の季節的過程と，北海道の気象上の特徴か

ら，トドマツの植付けは秋植えを最適と考え，アカエゾ

･マツは春の芽出しが遅く，また秋の移植により水分のバ

ランスを失いがちであるので春植えを最適と考える。

植栽本数を象ると，苗木が大型化したこともあり，現

在ではトドマツ・アカエゾマツともha当たり2,500本

程度が採用されている。樹下植栽方法による植え込む林

分では，上木の保残程度により，列状密植や巣植造林が

行なわれているところもある。巣植えは4本巣が多く，

巣の苗間距離や，巣間距離は地域によって一定でない。

植栽後10年間ぐらいの初期成長は，トドマツ人工林

ではha当たり4,500～5,000本植えの密度の林分が良好

な成績を示している。

活着率と初期成長を促進するためには，苗木の輸送を

その日植える数量だけ苗畑で堀り取って運搬するピスト

ン輸送方式で成綴を上げている。さらに丁寧植えを推奨

する。

（4）下刈り

北海道の造林地で下刈りの対象となる林床植生型でお
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もなものは次のものがあげられる。

i.ササ型：クマイザサ，ミヤコザサ，チシマザサ

ii.大型草本型：エゾアザミ，ヨブスマソウ，ハンゴ

ンソウ，ヨツバヒヨドリ，ヒメムカシヨモギ，エゾヨモ

ギ，オォプキ，コウゾリナ，ヒメジョオン，エゾイラク

サ，イタドリ，オニシモツケなど

iii.低木型：エゾイチゴ

下刈作業はこのようなササ類や草本が，林木の成長を

阻害するために機械的な方法（鎌や刈払機）や化学的な

方法（林地除草剤）を用いて刈払いまたは抑制，枯殺す

る。林木の成長を阻害する要因として光避が不足して光

合成の減退が起こることや，草におおわれて過湿になり

むれること，地下部の根系の競争と蕊分の密い合いが考

えられる。

下刈りの適期は，林木の成長とササや草本類の生育繁

茂の時期とのかねあいによって決められる。I､ドマツや

アカエゾマツでは，6月以前の上長成長には多少の庇陰

もそれほど影響が現われないといわれる。しかしトドマ

ツは7月以降ではその時の同化生産による肥大成長と翌

年の栄養の蓄積をするので，この時期に造林木が必要と

する陽光量を十分与えなければならない。したがってト

ドマツの造林地では大型草本群落では6月下旬を中心に

した前後10日間の下刈りを年1回，ササ型植生のとこ

ろでは7月上旬以前の下刈りを年1回実施すれば，十分

目的を達成することができる。アカエゾマツの場合も，

トドマツに準じて考えてさしつかえないようである。

林地除草剤

ササ型植生に対して用いられているのは主として塩素

酸ソーダである。本剤は雑草に対する接触の度合いによ

って枯殺雑草の選択性を発現する。しかし幾薬の航空機

による散布技術が発達するにつれて除草剤の空中散布方

法が研究され，塩素酸ソーダの剤型は粉剤から粒剤に改

良され，難燃化の技術開発が進恐，昭和42年を境にし

て空中散布による散布獄が急激に増大してきている。

塩素酸ソーダによるササの枯殺効果は，土壌の湿潤状

態とその深さと密接な関係があり，その効果を土壊型と

対比して散布量を検討するとほぼ次のようである。

BC型(A層4～8cm)150kg/ha(50%粒剤）

BD型(AjW16cm)200～250kg/ha"

BE型(AIg35cm)250～300kg/ha"

BJc型“層39cm)300kg以上/ha"

土壌の麺閏状態とその深さは，ササの根元直径，根系

の重量，地下茎の分布深を左右し，枯殺効果と密接な関

係が生ずるものである。

散布時期と効果についてふると，道北地域では10月

散布が6月散布より比較的効果が認められたとされてい

るが，一般に効果の高い所では季節の違いによる差は少

ない。

ササ型植生に対する塩素酸ソーダの枯殺効果はすぐれ

ているが，ササ枯殺後に大型草本への植生の転換が顕著

に現われる。したがってさらに刈払いの手間がかかる所

が出現して散布技術の検討が望童れている。

ササを完全に枯殺しないで，植栽木との競争にならな

い程度に，ササの生育を抑制すれば，草本類の発生も抑

制されないだろうかと考え，現在ではササの抑制剤とし

てTFPの使用について試験研究が続けられている。

TFPによると，ササの成長点を抑制するので,ササ丈の

倭生化，発生本数の抑制，展開葉数の抑制である程度期

待がもたれているが，草本類の抑制については未解決で

ある。

草本類に対する枯殺剤では，スルファミン酸系が効果

が高いが，林木に対する薬害も大きく，散布方法につい、

て検討が重ねられている。

ツル類による林木の被害は，造林木の樹幹，梢頭部に

まき付き，相互の成長により幹をしめつけ傷害を与え，

風雪によって折損する被害形態を示すものとして，コク

ワ，マタタビ，ツルウメモドキなどの木本性のツル類が

ある。またツルが樹冠面を被覆することにより，造林木

の同化量を減退するとともに，成長部のまき付きによる

奇形，折損などの被害を与えるヤマプドウ，ノブドウ，

ハンショウズルがある。さらに両被害形態が一緒に出現

するクズが分けられている。

ツル類の枯殺剤としては，フェノキシ系除草剤が選択

性が高く，その効果に期待がかけられていたが，残留毒

性等の危慎から使用が中止となり，クズに対してはケイ

ピンが現在のところ唯一の枯殺方法となっている。他種

のツル類に対する適確な薬剤は今のところ見あたらない．

ようである。

（5）人工林の成長

I､ドマツ・エゾマツ類人工林の成長は，初期成長が遅

く，保育に要する期間に長年月を要する。しかし10年

を経過して樹冠が相互に触れ合うころから成長の速庇を・

増してくる。

トドマツ人工林の収穫予想について松井氏の資料から

引用すると，1等地のトドマツ人工林は，50年生で平均

直径28.7cm,平均樹高21.1m,1ha当たり593本，

416m3,間伐木を加えた総収穫が632m3,年平均成長鐙

が12.6m3である。

エゾマツ人工林で最も古いのは苫小牧の国有林にある

もので，明治41年に植えら,れたものである。46年生の’
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成績で平均直径18cm,平均樹高14m,1ha当たり

1,075本，蓄積355m3,年平均成長量7.7m3となって

いる。

アカエゾマツ人工林は昭和6年に道有林に植えられた

ものが最も古いものである。35年生の北見地方の人工林

の成績では平均直径19.3cm,平均樹高15m,ha当

たり1,225本，材積304m3,間伐木を除いた年平均成

長量は8.7m3である。

エゾマツはカサアブラの著しい被害を受けやすく，霜

害にも弱く，トドマツは霜害をこうむりやすい傾向があ

る。アカニゾマツは開葉期が遅く晩霜害に抵抗性を示し

エゾマツのようにカサアプラの被害がきわめて少なく，

さらに雪害による折損がないところから成林率が高く残

存本数が多い。

（6）トドマツの間伐

現在道有林のトドマツ人工林で行なわれている間伐法

は，主として上層間伐が採用されている。人工林を複層

林に導き長伐期の人工林を育成しようとするもので，い

わゆる人工林を択伐林化して収獲の連続性を図るもので

ある。

最終伐期を平均60年と推定して，そのときの収穫量

をha当たり350mS,本数500～600本とする。大径木

生産を目標として，優良形質材を育成する立て木につい

ては，枝打ち等の保育を加える。間伐回数は3～4回と

し，最終伐採の10年前ぐらいに最終間伐を終わるよう

にする。最終間伐の翌年に再造林を行ない更新を完了す

る。その際の間伐木の選木は，下層木の成長を促進する

よう優占木か準優占木を主体にする。

道有林滝川林務署の昭和

6年植栽人工林における，
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のとおりである。この林分

は間伐後の平均直径と，材

積をなるべく均一にしたも

のである。

また，オホーツク海沿岸

に位置する，道有林雄武林

務署の優良造林地峠団地に

おける問伐木の造林費回収

予想と，人工林完成までの

投費額を承ると，表－8に

示すように，20年生の林分

で第1回間伐後に平均42％

の回収率を示している。少
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なくとも第3回の間伐では，造林投費額を100％回収で

きるようである。

（7）被害

寒さの害

林木の寒さの害は凍害と寒風害とに大別される。I､ド

ーマツ・エゾマツは晩霜害の被害を受けやすく，アカエゾ

マツは晩霜害には抵抗を示すが，積雪量の少ない地帯で

冬季間寒風害を受けやすい。

近年多雪地帯で積雪面から上に出た部分のトドマツの

幹の凍害が激増して成林が危ぶまれている。道東の雪の

少ない地帯では，一般に南斜面に被害が多く，北斜面に

被害が少ない。

寒さの害の被害を軽減するためには，皆伐面積を少な

､くし，上木を保残して保謹効果を期待するとともに，卜

甘酒まつり

ドマツの耐寒性育種によって抵抗性個体の選抜を進めた

い。産地特性として，道東地帯では禰河産と厚岸産のト

ドマツが他の産地のものより抵抗性を示した。

病害

凍害常習地帯で，トドマツ胴枯病，ミクロペラ枝枯病

が多く発生している。トドマツ溝ぐされ病は道東地帯に

発生している。

虫害

ハマキガ類としてコスジオビハマキ，トウヒオピハマ

キ，タテスジハマキが，道内各地の人工林で猛威をふる

っている。ハマキガ類はトドマツの新梢部位を食害する

ので樹勢が衰え枯死同様となる。

道北地帯の人工林や苫小牧地方のトドマツ人工林には

最近オオトラカミキリの被害が増大している。

鮮血がしぶき，見る間に浄衣を赤く染めた。

毎年2月1日の命日に，村人たちは宗助をまつる祭

に集まり，墓碑を掃除し故人を忍んでまっ白い米で作

った『甘酒』をふるまう。刑場跡には村人たちが建て

た常夜灯に灯がともり，いまも張付場の地名が残って

いる。

二本松談

（愛知県東加茂郡旭町）

農民が藩の圧政に苦しゑ，打ちこわしや一摸の実力

行使に出たのが積極的なかたちとすれば隠田（かくし

だ）は消極的な抵抗といってよかろう。

隠田健四公六民，五公五民といった重い負担に対

し，内密に耕作しその収穫物により，糊口のつなぎに

していた。

絶戸の田地は返還しなければならなかったが，これ

を返さずに耕作したり，新田を開発することによって

隠田が始まった時代を経て封建制のもとで検地が進む

と，隠田は摘発され重刑が課せられたという。

各地に隠田にまつわる悲話が多い。

庄屋古田宗助は，開田した耕地五町五反歩を隠田と

し，収穫物は村人たちの共同収入として分け与えてい

た。しかしついに発覚し，とらわれの身となり，張付

けの重刑が下った。

処刑の日は春浅いボタン雪が舞う寒い日だったとい

うことである。

『詮なの衆，おさらば････』声の消えやらぬせつな，

槍の穂が雪を払ってギラッと光った。『宗助さまシ』

（子供たちも楽しふにしていた甘酒まつり）

やらぬせつな，

宗助さまシ』 儲戦粥熱鱈蕊轤紮詳蕊す〕

〔山の生活〕
子
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マ ツの枯損を追う

－材線虫のなぞ－

にしく・ちちかお

西口親雄

（東京大学森林保護学専攻）
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3年ほどまえのことである。残暑もようやく峠を越

し，風にもさわやかさが増してきた9月のある日，わた

くしは研究仲間のMさんといっしょに，南紀州のマツの

枯損を見に行った。「和歌山県の幼齢マツ林の激害を見

ずして，松くい虫問題を語る資格ばない」というIさん

（県林試）の強い勧誘の弁にコロリとまいって，重い腰
ひき

をようやくあげたのである。潮岬から日置川までのあい

だ，国道に沿った山腹の若いマツ林は，あいた口がふさ

がらないほどよく枯れていた。聞けば，以前は，国道沿

いにりっぱなマツの大木が並んでいたという。いまは，

殺風景な雑木のわい林である。

ところで，マツの枯損には二つのタイプがある。一つ

は，老衰したマツが病害虫に侵されて，ポツポツ枯れて

いく型で，これば，森林社会の正常な更新の姿であると

思われる。いま一つは，若いマツ林が集団的に枯死する

という異常な型でシ現在問題になっている本州・四国．

九州の大平洋沿岸地域に発生しているマツの枯損は，後

者のタイプに属する。

松くい虫が二次性昆虫，つまり衰弱木か枯死木で繁殖

し，健全木には寄生できない昆虫であることは，多くの

研究結果から，もはや疑う余地がないが，では，マツの

衰弱をひき起こす原因はなにか，あるいは伝染病的様相

を示すマツの集団枯損をどのように解釈すればよいの

か，などという問題については，松くい虫の研究者ばず

いぶん悩まされてきたものである。ところが，ごく最近

になって，マツを急激に枯死させる容疑者として，材線

虫が浮かび上がってきた。林試九州支場の研究陣によっ

て行なわれた接種実験の結果は，健全なマツもコロコ戸

枯れるという，恐るべきものであった。しかも，マツマ

ダラカミキリがその運び屋(vector)らしいことも明ら

かにされた。

この報告は，30余年にわたる日本の松くい虫研究の歴

史の中で，昆虫研究者にとっては，もっともショッキン

グなできごとである。森林の枯死とか病気とかいう現象

を，昆虫研究者と樹病研究者が，別倉に，ほとんど無関

係に研究してきた従来の姿勢は，おおいに批判されなけ

ればならない，と思う。

ふつう，二次性せん孔虫の寄生を受けた樹木は，かな

り短期間のうちに全木が枯れてしまう。これは，なんら

かの原因によって，水分の供給が断たれたことを示すも

ので，せん孔虫の，単なる樹皮あるいは辺材の食害だけ

では起こりえない。急激な萎凋現象を示すことでよく知

られているニレのオランダ病やカシの萎凋病は，病原菌

による導管の閉塞が原因である。もし，激害型のマツの

枯死が，材線虫の仮導管閉塞によるものならば，その急

速な萎凋ぶりも納得できる。また，微害型のマツの枯死

といえども，松くい虫の寄生からマツの枯死までの期間

はかなり短い。この場合も，病原微生物，おそらく青変

菌が仮導管を閉塞し，マツの萎凋の主原因になっている

のではなかろうか。もっと一般的にいえば，せん孔虫の

寄生による樹木の萎凋現象には，病原微生物が必ず関与

しているように思われるのである。

ところで，マツの青変菌に比べ，材線虫の病原性がか‘

なり強いのは，なぜであろうか。おそらく，材線虫はマ

ツマダラカミキリをvectorとすることによって，たえ

ず健全木と接触しているうちに，強い病原性を狸得した

のではないかと想像される。マツマダラカミキリは，二

次性せん孔虫の通性として，衰弱木あるいは枯死木で繁

殖するが，成虫は，産卵行動にはいるまえに，健全木の、

幹や枝をかじって，栄養を取る。材線虫はこのときの”

か桑傷を通して，マツの樹体内に侵入するらしいのであ”

る。一方，マツの青変菌は，キクイムシの母孔の中を繁

殖の場としているが，母孔形成は衰弱木か枯死木でしか

行なわれないため，健全木と接触するチャンスがない。

そのことが，病原性を強めない原因のように思われる。

しかしながら，材線虫が強い病原性を持つことは理解

できても，マツマダラカミキリと材線虫の共同作戦が，

マツの一林分を全滅させてしまうのは，自然の，正常な：

森林生物社会では起こりえない性質のもので，どこかに

異常な要素がある，と考えざるをえない。ニレのオラン

ダ病菌やクリの胴枯病菌が強い病原性を持ち，アメリカ

のニレやクリを壊滅させたとしても，それは，病原菌の､

外国への侵入，という異常事態で起こった現象である。

では，日本の，マツの集団枯損という異常現象はどのよ

うに解釈したらよいであろうか。ここで，わが国のマツ

の枯損の歴史を，もう一度ふり返って承よう。

数あるマツ枯損の実態調査報告の中で，戦前では佐多・

一至氏の「兵庫県下に於て激害を加えつつある松樹の穿
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孔虫と其の駆除予防に関する考察｣，戦後では林試四国

支場保護研究室の「四国の松くい虫」がすぐれている。

佐多氏の報告によると,瀬戸内海沿岸の,公園．神社．

仏閣・庭園・並木の老松が，慢性的にポツポツ枯れてい

くのは，大正時代から知られている。ところが，昭和8

年になって，兵庫県下相生町の壮齢マツ林に，初めて異

常な集団枯損が発生する。それは,H造船所の貯木場に

南隣する斜面のマツ林であった。昭和''年には，被害は

相生湾一帯の壮齢マツ林に広がり，以後，海岸線に沿っ

て，東西方向に伝播していく。そして，昭和17～18年

をピークに，兵庫・岡山両県に未曾有のマツの集団枯損

が生じたのである。室戸台風，異常乾燥，戦時中の放漫

経営が被害発生をいっそう増大させたことはまちがいな

し､ロ

四国のマツの異常枯損は，昭和'5年，高松の西方海岸

で始まったらしい。被害の発生した場所は，瓦焼工場周

辺の国有林で，その工場には，燃料にするソダが積んで

あった。それは，岡山方面から来たものであるという。

その後，被害は海岸線に沿って東西に波及し，愛媛．徳

島の両県にも侵入していく。高知県側で，初めてマツの

異常な被害が認められたのは，昭和2’年，須崎の海岸

のマツ並木で，この場合も，近くの造船所に貯木されて

いたマツ丸太が発生源になっている。そしてまた，マツ

丸太は県外から運び込まれたものであるという。被害が
海岸に沿って東西に伝播していくのは，上述の例とまっ

たく同じで，西ほ足摺岬，東は徳島県境にまでおよんで

舟､る。被害量は昭和32年から急増する。

南紀州の集団枯損は,昭和32年,新宮市周辺から始ま

･る。伝播の波は，一つは北上して三重県の熊野から尾鷲

･へ，他の一つは，いったん南下し，串本を越えて今度は

北上，現在ば田辺近くにまで達している。被害の発生源

になった新宮市には,T製紙会社があり，そこの貯木場

に，県外から松くい虫つきのマツ丸太が持ち込まれた疑

‘いがある。現在，千葉県南部でも，マツの集団枯損が発

‘生しているが，おそらく，和歌山県と同じような状況が

あったのではないか，と想像される。

九州での大被害は，兵庫県のそれよりも少し遅れて始

まる。発生源は，佐世保，八代，妖肥などで，ここにも

造船・製紙・製材工場がある。このようにマツの集団枯

損が，海岸の製紙・製材工場あるいは造船所の貯木場を

発生源にしていることは注目に値する。このことは，佐

多氏や兵庫県下のマツの激害を調査された小島俊文氏に

よって，すでに指摘されていたことである。しかも，い

ずれの場合も，県外の激害地域から，被害マツ丸太が運

;ぴ込まれた疑いがきわめて強い。終戦前後の燃料不足と

いう状況下では，大量に発生したマツの枯損木が，地元

で消費しきれずに，他県の，ある特定の工場に売られた

であろうことは，容易に想像される。

マツを枯らす病原体が，人間による被害木の移動によ

って伝播していったと仮定すれば，記録上もっとも早く

集団枯損が生じた相生の場合，被害マツ丸太はどこから

持ち込まれたものであろうか。もし，この辺の事情がわ

かれば，あるいは集団枯損の突然の大発生のなぞが解け

るかもしれない，という気がする。材線虫の強い病原性

と日本のマツの抵抗力の弱さが本当であれば，ひょっと

すると，材線虫は外国から侵入したのでは，と考えられ

ないこともない。

しかし，接種実験で示されたような強い病原性が，自

然条件下でもそのとおり作用しているのかとなると，疑

問がないわけではない。マツの集団枯損の発生地は，い

ずれも夏季には極端に乾燥する地域で，そのころマツが

生理的に変調を起こすことは疑いない。現在，マツの激

害が発生してい南紀州の潮岬一日画1I間の海は枯木灘と

呼ばれている。風が強くて，海岸の樹木が満足に育たな

いためにつけられた名前だという。県林試の，さんが潮

岬のマツ林で’年間樹脂圧を測定したところ，枯損しな

かったマツでも，ツユ明けごろから夏の終わりにかけ

て’樹脂圧が急激に低下するのである。また，被害量が

多くの場合，大型台風をきっかけにして急増することは

注目すべきである。これらのことは，マツの集団枯損が

マツの集団衰弱と結びついていることを強く暗示する。

マツノザイセンチュウには，ニレノクワイカピやクリ

の胴枯病菌のように，健全木を無差別に加害するよう

な，強い病原性があるとは考えられない。しかし，高密

度になると，かなり威力を発揮するようである。マツの

集団枯損は南へいくほど大規模になり，南九州では，現

在もなお，終戦直後ほどではないにしても，かなりの被

害が恒常的に発生している。これは，南九州では材線虫

の生息密度が著しく高いことを示寸ものであろう。ある

いは,そこが材線虫のふるさとかもしれない。材線虫の

培養最適温度が30｡Cという，かなり高い点にあること

からも，そのことがうかがえる。

マツマダラカミキリが材線虫の運び屋であることが明

らかになったとたん，それに力を得た農薬主義者の「マ

ダラを殺せ！」という新たな叫び声が聞えてくる。しか

し，いままでの殺虫剤散布が，マツマダラカミキリの殺

虫にかなりの効力を持ちながらも，実用的にほ，マツの

枯損防止にほとんど効果がなかったことを忘れないでほ

しい。マツの集団枯損の森林生物社会的な意味を考えた

うえで，その対策を考えてもらいたいものである。

▲
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とは思えなかった。

林 録（4）
壷
函

わが国の，近年における驚異的な経済成長が，主とし

て，工業，その他事業活動の発展によるものであること

はいうまでもあるまい。しかし，その結果として，一面

において，一次産業に，いろいろなひず鍬をもたらした

り，また，一面では，人間の生活環境に悪化を招来しつ

つあることは否定しえないところであろう。

その具体的な現われの一つが，いわゆる「公害」の発

生であり，自然環境の破壊である。われわれは，経済成

長や文化の向上に，あまりにも目を奪われすぎていたか

もしれない。もう少し，人間的な環境の保全や自然の保

護に注意を向けるべきであったのかもしれない。その意

味で，天然資源の保護に大きな世論の高まりが承られる

のは，むしろ，当然であろう。人間環境の悪化を招くよ

うな自然の破壊は，可能な限り，避けられねばならぬ

し，生存できる人間の限界を脅かすようなことのないよ

うに，天然資源は注意深く保存されねばならないのはい

う童でもあるまい。

しかし，この「環境保全」や，「自然保謹」論の中に

は，従来の経済成長や文化向上のための人間活動に対す

る「反動」かもしれないが，あ童りにも，概念的，感覚

的で,いっさいを｢原始の姿｣にもどすべきだとするよう

な，極端な談論もないではなしように思える。いわゆる

生態学者と呼ばれているような人,々の中には,明らかに，

この「原始の姿」こそが「自然」であって，すべての天

然資源の開発は，これを「自然の破壊」として排撃すべ

きだとするような意見も少なくないように思われる。

けれども，これらの人公も，ビーフステーキを食い，

マグロの刺身を食っているはずである。「開発」された

道路をドライブして，「人工」で植栽された森林の「自

然」の中に，レクリエーションを求められたこともあっ

たはずである。第一，その読んだり，書いたりする本の

紙が，森林から伐出された木材から造られたものである

ことは，百も承知のはずではなかろうか。

現在の自然科学が，地球上の自然現象のいっさいを解

明しているとは思われない。人間の行なう自然開発のな

かには，いうところの「自然破壊」に属するものも含ま

れてはいるであろう。しかし，天然資源の開発には，そ

れが「人工」であっても，ある程度，自然との「調和」

についての考慮が払われており，一定の秩序のもとに，

地球上の生物のシステムを破壊することのないような，

「更新」や「再生」が図られているものも少なくないは

ずである。地球上のいっさいを，あるがままの姿のまま

に，止めておくことだけが「自然保護」ではないのでは

：おおしまたくじ
大島卓司

(雍堂錨）

鯨は泣いている

§

アメリカの生態学者，スコット・マクベイという人が

鯨の鳴声をテープにとって，日本の捕鯨会社や関係官庁

を回り，捕鯨禁止のアピールをしたそうである。

このテープを聞いた鳥羽水族館の館長，中村幸昭さん

は，「実に悲しげな声です。鯨のいく種類かは滅亡寸前

にあり堂す。鯨は泣いています。……」と，語ったそ

うな。

大江健三郎という作家は，「鯨の死滅する日」という

ニッセイを書き，それを題名にした著書を刊行してい

る。このま蓑では,鯨は死滅してしまう。捕鯨を禁止し，

滅亡を食い止めよ，という議論が，このごろアチコチで

I聞かれる。

ところで,本当に,鯨は「泣いている」のであろうか。

わたくしは,水産のことには,童ったくの素人である。

したがって，これらの議論が，ノどの霜装，真実に触れて
いるのか，判断のしようもないし，別に，異見を述べよ

うとも思わない。

しかし，このような議論は，少食，感情的でありすぎ

はしないであろうか。マクベイという人は，生態学者で

‘あると同時に，詩人でもあるのだそうな。鯨の鳴声をテ

ープにとったというが，どのような動機で，どのように

してこのテープがとられたのか，わたくしにはわからな

も､。「悲しげな声」で，「泣いていた」というが，直ち

にこれを「滅亡寸前」の訴え，と聞いてよいものかどう

か，わたくしには，少々疑問に思えないでもない。

ホトトギスという鳥は，たいへん，悲痛な鳴声で知ら

れている。あれは，口の中が紅いので｢泣いて血を吐く」

ように見えるところからきているのだという説もある。

その昔，中国の青島で屠殺場へ送られる何l－頭かの牛の

列を見たが，その鳴声は緑の牧場で聞く声とまったく変

わらず，至極のどかであった。ただ，屠殺の順番が近づ

くにつれて，その列の中の牛の目が，何ともいえない虚

無的な，まあ，いって承れば「悲しげに」見えたのは記

憶にあるが，それだからといって，牛が「泣いていた」

弓
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なかろうか。

たとえていえば，水産資源の問題についても，「泣い

ている」かどうかは別として，捕鯨そのものに，相当の

問題があることは否定できないかもしれない。そして，

それは，何も「鯨」に限ったことではない。サケやマス

やカニの漁護について，わが国の水産界が，毎年，ソ連

やアメリカ，カナダなどの国盈との間に会議がもたれ，

激しい論争が行なわれていることは周知であろう。水産

蛋白質資源の将来に，いろいろと，むずかしい問題が残

されていることは事実であろう。水産資源について，い

まや，「とる漁業」から「つくる漁業」への転換が行な

われようとしている。漁盤を禁止することだけが水産資

源保護ではない。増養殖，再生，更新への人間の英知が

動き始めているのである。

これは林業についても同じであろう。

なるほど，森林の「伐採」という時点では，ある意味

で，それは自然の「破壊」であるかもしれない。樹幹に

切り込まれるチェンソーのひびきは，聞く人によって，

「森は泣いている」ように聞こえるかもしれない。しか

し伐採を「禁止」することだけが資源の保護ではないは

ずである。林業は，元来，森林を育成し，その「自然」

をそして，その「資源」を，一定の秩序のもとに，更新

してゆこうとする人間の営象であったばずである。もち

ろん，林業自体のなかにも，ことに，林産物採取の過程

などに，いくつかの改められなければならない技術的な

「誤ち」はあったであろう。しかし，この営承が適正に

運営されている限り，これは地球上の生物のシステムを

破壊するような「自然の破壊」や「資源の乱狸」ではな

いはずである。天然林を「放置」することだけが「自然

の保護」であって，人工林は，それが「人工」であると

いう理由で，自然保謹に反する，などと考えるならば，

森林もまた「泣いている」のかもしれない。

21世紀の初めに，この地球上の人口が70億を突破す

ることは確実だという。昨年，来日した国連の人間環境

会議の事務局長，モーリス・ストロング氏は，外務省で

の講演会で，地球上で，ある程度の生活水準を維持した

うえで，生存できる人間の限界は，ほぼ100億，と語っ

たという。

だとすると，地球上の人口が100億に達するのは決し

て遠い将来ではない。地球上の人口が100億を突破した

とき，はたして，人類の存在はどうなっているのであろ

うか。生存の限界を越えるとなれば，人類は滅亡のほか

ないことになるが，その前に生き残ろうとする人間と人

間との間に，棲惨な「地獄」が現出するのであろうか，

それとも大多数が生き残れるために，「人間の英知」が

新しい「生きられる世界」を創り出すのであろうか。わ

たくしにはわかりかねる。しかし，わたくしは，限界内

で自分を守ろうとするよりも，何とかして,その「限界」

を拡大するくふうをするであろう人間の英知を信じた

い。

この6月，ストックホルムで開かれる「国連人間環境

会議」は，そこで提出される「人間環境宣言」の事務局

草案として「あらゆる地球の天然資源ほ将来の世代のた

めに注意深く保存されねばならない」とあるという。

これは，まさに「生存できる人間の限界」を拡大しよ

うという人間の英知の原点の一つであろう。天然資源の

重要性を見失った人間は，いわゆる「文化」や,GNP

に目を奪われて，自然との調和を越えた資源開発の欠陥

を次第に露呈しはじめている。「あらゆる地球の天然資

源」は，「将来の世代のため」ばかりでなく，現在の人

間環境のためにも，「注意深く」保存されねばならない

のである。

しかし，この「自然の保護｣，「資源の保存」は，決し

てただ単に原始の姿を守ることであったり，「放置」す

ることだけではないはずである。

鯨は「泣いている」のかもしれない。

しかし，「捕狸禁止」だけがその対策ではないであろ

う。「とる漁業」から「つくる漁業」への転換も，人間

の英知が生んだ資源保存の対策の一つであろう。鯨の研

究で著名な東大の西脇教授は，シロナガス鯨などはすで

に捕狸禁止になっているし，とっていい鯨の種類は限ら

れているので，資源的に滅亡の傾向はまだ現われていな

いといっている。あまりにも感情的な保護論だけが資源

の「注意深い」保存法とばかりはいえないのではなかろ

うか。

森林もまた「泣いている」のであろうか。

もし，「泣いている」とすれば，それば施策の至らな

さではないであろうか。「禁伐」と「放置」だけが森林

賓源を守るのではない。ここで，改めて森林のもつ公益

的機能を強調するまでもあるまい。外部からの損壊を防

ぐことだけが保護ではないであろう。「林業」は，その

自らが技術的にも「注意深い」施策を進めることによっ

て，この貴重な資源を後世に残しえるのではあるまい

か。

△△

－30－

今
、

寺

ー



〆

ーーー■■■ー■■■ーーー4■■■一一ー■■■■■■■■ーー一ーーー一一一ー■■■■I■■■ーーー■U■■ーーーーー■■■■■■■■ーーーー2----1-1巳 h一一一

おらず，そうかといって，いったん不実行にし，したが

って予算も返上して，次年度改めて実行するということ

も，実際問題としてできない。そこで，玉砕戦法よろし

く実行してしまうことになるのだが，結果は，当然，芳

しからずということになる。それやこれやで，現行の4

月1日～3月31日を年度とする会計制度は，少なくとも

比較的暖かい地方の国有林野事業にとっては,雑術的
●●●

な制度としなければならぬ』というようなことをいった

のに対して，彼は，『いや，そのように，植付けの適期

などを営林署が判断しなければならぬことになっている

ことの方が〃非技術的〃というものだ。必要な情報はす

べて林野庁が掌握し，各現地の植付適期を判断して，実

行を，当然必要な予算をつけて,指令するのが"技術的〃

というものだ。そして，そのようなことを可能にする資

料を提供するのが，林業試験場の研究者の役目なのだ』

と言ったという－話である。

そのさいは，わたくしの現実に即した話に対して，い

きなり夢物語をぶつけられたようで面食らっただけだっ

たが，〃夢〃を現実のものにするのが技術（の進歩）とも

いえようから，彼のような技術観にも大いに理があると

しなければならぬと思う。そして，そうだからこそだろ

う，程度の差こそあれ，これに類する技術観を持ってい

る林業，林学人も－特に，精神的に現場から遊離して

いる人たちの間には一一存外多いと察せられるのであ

る。

ここでさらに思い出されるのが，例の『ラプラスの魔

人』の話である。有名な話だが，念のため井上健氏の

文をそのまま借りると，『全宇宙ほ原子から出来ている

と考え，ある特定の時刻に宇宙を椛成するすべての原子

の位畷と速度が分っておれば，超人的な計算能力さえあ

れば，その超人にとっては，全宇宙の将来は完全に分っ

てしまうはずであるという話である』（同氏『因果性』，

識座哲学大系3，昭38，人文書院)。つまり，一方で，

ニュートン物理学的な，狭い意味での因果性を確信し，

他方で，コンピューターによる超人的な計算能力（の開

発）を確信すれば，上の経営部長氏のような考え方にな

るのも，いわば当然と思われるわけである。

そこで，このさい，わたくしにはニュートン物理学的

な因果性の限界とか，不確定性原理とかいうことはわか

らないので，ともかくも（人工を含めての）自然的な諸

現象の生起には因果性があり，したがって，そこに一定

の法則性が認められてしかるべきだということに同意す

ることとしよう。ただし，千態万様な場所にある森林

(＝生態系)における諸現象の生起を支配する法則性は，

一合身2広場

技術水準の見方について

－黒川・古宮の『ヨーロッパの林業と
日本の林業』から－

主つしたきく

松下規矩

（林業試験場研究顧問）

月並なことをいうようだが，物事の善し悪し，優劣な

どは，見方次第，考え方次第と思う。たとえば，現状肯

定ないし楽観主義的な立場で見れば，悪いものは何一つ

ないということになろう。悪評畷をたる太平洋戦争にし

ても，起こるべくして起こり，終わるべくして終わった

と見れば，善くも悪くもないことになるのではないかo

日本の国有林の技術とドイツのそれと，いずれがヨリ

高い水準にあるかというようなことにしても,高いとか，

進んでいるとかということの見方，考え方次第で，答が

異なるのが，いわば当然のことと思われる。そして，結

局は，そもそも（林業の）技術とほ何かというような根

本問題の論議にいき着くのではないかと思われるわけで

ある。あたかも，プラトンにおいて，たとえば徳に関す

る論議が，結局は，徳とはそもそも何かというところへ

いかざるをえなかったように。

しかし，その’肝心の林業技術とは何かが，わたくし

には，実はヨクわからないのである。わかっているとす

れば，それが一人点が気軽に口にするほどには－－簡

単なものではなさそうだということぐらいなものであ

る。したがって，本誌No.355('71.10)の『会員の広

場』で中村賢太郎氏が非難一と見られるわけだが－

している黒川氏の『彼等の行動は趣味の林業で技術の林

業ではない』とか，『造林技術とその組織管理は日本が

勝れている』という見解を，（技術の本質論などから）

まともに検討することはできないが，ともかくもこの機

会に，わたくしなりの見方をいわせてもらいたいと思う

次第である。

そこでまず思い出されるのが，ひと昔以上も前に，あ

る営林局の経営部長に聞かされた－わたくしが，『営

林署などで苗木の植付けを3月に予定している場合,異

常乾燥などのために，実行を（4月以降に）延ばすべき

だと判断されることがある。ところが，会計制度上，仕

事の（予算を持っての）次年度へのくり越しは許されて

●

頑画

り

＝

３
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当然,場所ごとに千差万別のものとしてあるはずと思う。

とすれば，問題は，その場所なるものを，どの程度細

かく類型化して，それぞれにおける法則性を見いだし，

かつ適用するのが，技術としてすぐれているとされるの

かというようなことになると思う。というのば，さきの

経営部長氏のいうところに従えば，ともかくも技術の

（担い手の）いわば中央集権化（を可能にするところ）

にその進歩があることになるとしてよいと思われるわけ

だが，そのさいには，現場の類型化を，（地方分権の場

合に比べて相対的に）ヨリ大まかにし，したがって法則

性をヨリ大まかにつか承，したがってまた，それに遮づ

く三リ大まか規則の，ヨリ画一的な適用ということにな

らざるをえないだろうからである。逆に，ヨリ集約，精

綾をよしとして，したがって類型化を細かくすれば，技

術（の担い手）は地方分権化されざるをえず，そのいき

着くところは現場担当者個人ということになり，つ重り

は〃技術の林業〃ではなくて〃趣味の林業〃ということ

にもなるのだと思われるからである。むろん，それと，

黒川氏の言う『同じ性格の林地の施業が異なる考えで取

扱われることは営林署が異なれば勿論，同一管内時とし

て同一斜面においてすら営林署長の思いのままに決め得

る』ということは別のこととしなければならないだろう

がo

それはともかく，わたくしが言いたいのは，営林署長

などの個人的，主観的な判断に任せるのは〃非技術的〃

であるには違いないとしても，だからといって，逆に，

や承くもに規則（規準，標準）を作り，やゑくもに施薬

を画一的にしさえすれば，それで〃技術的ダということ

になるのかどうかということである｡かりに脇のだと
しても，〃趣味の林業〃よりもヨリ劣った結果を招来する

ようなものでは何もならないだろうということである。

たとえば，多雪（豪雪？）地帯のブナ林に対する大面積

一斉皆伐人工林造林方式など。

そもそも，〃技術"には,〃終わりよければすべてよし〃

という本質（？）があるとしなければならないと思う。

少なくとも，『病気は癒るが命は助からない』式の技術

では困ると思う。また，『知識は経験の娘』（ダ・ヴィン

チ）だそうだが，技術もまた経験の娘といってよいと思

う。特に，林業（ただし，ここではすべて森林経営林

業）の現場技術は，絶えざる試行錯誤の積重ねによる経

験のうえにの象成り立ちうるもの，進歩しうるものとし

なければならぬと思う。そして,それが"林業技術"のい

わば本質(の少なくとも一つ)なのであると。とすれば，

たとえばの話だが，苗畑主任や担当区主任や営林署長な

どが，自分が植え（させ）た苗木の活着状況を確かめる

こともよくせずに転たとするようなわが国の国有林の人

那管理では，〃趣味の林業〃に堕することもない代わり

には，言うに足りる〃技術の林業〃の営まれようもない

としなければならないのではなかろうか。

いずれにしても，これ童での，特に戦後のわが国の国

有森林の，木材生産の手段としての，取扱われ方には，

たとえその方がドイツのそれよりもヨリ〃技術的〃なの

であるとしても，理屈抜きで，粗放を通り越して乱暴と

いってよい面が少なくないと思う。理屈抜きでものをい

うなど，それこそ非科学的，非技術的といわれるかもし

れないが,清盛の理屈に対する重盛の言い草ではないが，

『何と申され侯とも』なのである。

ここで結論的なことを言うとすれば，ともかくもこれ

までの国有林ないし林野庁の，特に，もの申す部類の人

たちの多くには，技術ということについても，何か，観

念だけが先走りしすぎているところがあると思わざるを

えないのである，黒川氏もそうだというわけでは決して

ないが。そして，地道な試行錯誤の積重ねによる身に着

いた経験を持たない人全の集まりであるちょうどそのた

めに，真の自信に欠けており，したがって，せつなくの

理論も，無意識にではあろうが，自己弁護の具に供せら

れてきた嫌いがあるといってよいと思われるのである。

そのような人盈の中には，威勢のよい調子で,仲間外の

批判，忠言をはね返し，われわれのしていることでよい

んだと言う人もいるが，何か，ひところの軍人さんが思

い出されてならない。威勢のよい言論は，とかく自信の

なさの現われというわけで。

ドイツの国有林の施業のあり方よりも，わが国のそれ

の方が"技術的〃であるのならあるでよいけれども，〃林

業技術勝れて林業衰う〃であったり，〃林業技術とは森

林を駄目にするものと覚えたり〃というようなことにな

っては何もならないと思うが，どんなものだろうか。

ダ

ゼ

■

全

へ
‐

･

森林は木材生産の場として，また治山治水防風等，国

土保安，国民の保健休養の場にと森林が経済的にも，公

都
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益的にも，国民生活に果たす役割は非常に大きい。3．消火器材はこれでよいか

このたいせつな森林資源もちょっとの不注意で灰に営林署山火事消火隊結成と同時に，山火事携帯道具と

/し,森林機能を失うぽかりか,尊い人命も失われている。して，鎌，ショベル，水筒，キャップライト等を一組と
日本消防史上初めて消防士18名が，悲壮な最後を遂してリュックにセットしたものを整備し，山火事現場で

げた呉山林火災の消火にわたくしは営林署消防士としては，これを背負い，1､ランシーバーによる隊長指示を受
出動し，貴重な体験を得た中で，これからの林野火災多け消火活動しているが，林野という特殊条件のもとでの
発時期に備えて，この山林火災の中から，山火事に対す空中消火等，化学消火に大きく期待できないとするなら
る予防消火等について，今後の対策の資料になればと自ば，やはり人海作戦でこれにあたることになるが，さら

間自答して承た。に次の器材の整備が望まれる。
各位のご批判を仰ぎたい。ィ,｝斌野脱維の繧謹潅宗!÷÷ベテト弓./､シー,ミー碇

して，鎌，ショベル，水筒，キャップライト等を一組と

してリュックにセットしたものを整備し，山火事現場で

は，これを背負い，1､ランシーバーによる隊長指示を受

け消火活動しているが，林野という特殊条件のもとでの

空中消火等，化学消火に大きく期待できないとするなら

ば，やはり人海作戦でこれにあたることになるが，さら

に次の器材の整備が望まれる。

（1）林野火災の伝達指示は，すべてトランシーバーに

よるのが効果的であるが，現在使用しているトランシー

バーは，起伏の多い複雑な地形では，交信ができないこ

とが起こるので，感度の強いものの配備が望ましい。

（2）下火になれば燃え為火に食いついて火をたたく，

土をかけるの消火作業で，炎にあおられ火の粉が飛び散

り，身に危険を感じることが多い。活動の容易な軽い防

火服の配備が望ましい。

③個人装備のリュックの中に手袋，手鋸，呼子等の

配備も望まれる。

山火事消火用常備器材

口

山火被害概況は,林野通信昭和46年7月10日発行

240号掲賊どおりで省略した。

1．どうして消防士18名も犠牲者を出したのか

悲壮な股後を遂げた場所は，瀬戸内海に面した中国山

地から南に延びた支脈から分立した大磯山国有林，海抜

700mの尾根と尾根にはさまれた摺鉢状の谷あいの，足

場の悪い傾斜の急な，スギ，ヒノキ造林木伐跡地の稜線

で，消防士が防火帯伐開作業中，突如突風にあおられた

火は猛火となり，飛火により消防士の退路を遮断，懸命

に尾根筋をかけ登ったが逃げきれず，吹き上げる炎と煙

に次盈と倒れ殉死していった。

2．どうして24時間も燃え続けたか。

出火が昭和46年4月27日午前11時10分，異常乾燥

注意報火災警報発令中で，呉消防署が，山火をキャッチ

し現場に急行消火にあたる。営林署火災雛一報は，午後

0時'7分，同時に緊急出動体勢を取り，営林署消防隊長

(署長）は午後’時出発，以下順次出勤，総勢80名，陸
上，海上自衛隊，呉消防署消防団，県警察官等あらゆる

消火治安機関が出動，営林署消防隊はこれらと連絡を取

りながら消火にあたるが火勢衰えず,ヘリコプター(県チ

ャーター）による空中消火も実施したが，風と炎と煙と

複雑な地形と,燃える針葉樹林の下木は澗木とシダ類で，

空中消火の効果が上がらない。夕やみ迫るころ，「火が

民家に接近」の報がはいり，この警戒救援に自術隊，消

防署，消防隊等下山。夜間現地にとどまり消火にあたる

ことになった営林署消防士が一段と緊張する中で，風が

出て乾燥した林内は火の海と化し，ますます燃えたけ

る。全燃線に散開する営林署消防士は退避す為。下火に

なれば火に食いつき土をかける，火をたたくのくり返し

で，隊長以下一睡もせず徹夜の消火にあたる。

林野火災特有の悪条件が重なって大火となったが，わ

たくしたち営林署消防士ば，職場のドル箱といわれるヒ

ノキ一斉造林地の類焼を防いだだけでも大きな戦果とL，

える。
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山火用携帯セット
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サーチライト

トランシーバー
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4．山火事防止の啓蒙活動はどうか

山火事は複雑な地形，地利，気象条件に左右されて大

火になることが多いから，まず火を出さないよう予防宣
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伝に力を入れなければならない。それで山火事多発時に

は，林野のパ1,ロールの実施，ポスター，横断幕，警報

旗,,保謹標識等の掲示，テレビ，映画，スライド，チラ

シ，パンフレット等による啓蒙宣伝，天気予報の活用，

交通機関等による啓蒙宣伝，また防火施設としては，防

火用水(ドラム缶)，立着板，すいがら入れ休憩所設置等

を行なっているが，次のことを要望したい。

（1）学校教育の中に，森林ことに森林保護鳥獣等を教

材に取り入れ，森林に親しむように教育を望承たい°

（2）従来から山すそなどの田畑の岸を畔焼と称じて，

晩秋から春先に焼き払っているが，最近の過疎化現象

で，老人子供がこれにあたり火を失することが多い。森

林法または市町村条例等で規制するよう望拳たい。

（3）火災警報の周知徹底

消防機関の広報車のサイレン，掲示板，吹流し等で徹

底を図っているが，入林者の多い地域への広報活動を望

象たい。

5．結び

古いことわざに

「山高きを以って尊きとせず，木あるを以って尊きとす

る｡」

ざ

山林火災状況
§

』
《
一

とあるように,･森林は国民生活に重要な役割を果たして

いる。

この重要な森林も,苦節永女として育てあげたもので，

山火事などで灰にし森林機能を失うようなごときは，わ

たくしたち林業技術者にとって許されない諸行である。

これから山火多発時期に備え，まず火を出さないため

の広報宣伝活動を国民運動として積極的に展開すること

を提唱したい。

－

営林署山火事消防隊の組織図

原則としてこの組織図により行動するのであるが在庁職員の状況により臨機の措置を

取ることにしている。

消火警備班

班長経営課長

消火と延焼の警戒活動をするとともに部外

消防隊との連絡協力｛
r一

被害決定班

班長事業課長

心

火災発生場所，被害面職数量，金額等被

害の取りまとめ，決定連絡
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情 報連絡避

班長庶務課長

火災原因の究明，対策処置連絡，山火かけ

つけ状況，警察関係，市町村消防団，民間

協力者の調査と処置

救護調達班

鉦長経理課長

消火資材用具食糧等の調査供給の掌握，負

傷者の救護

、

l
T
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海外林業紹介

アメリカ人の見たオーストリア森林

一多目的利用の好モデルー（その1）

d@AmericanForests''September1971.は宮orests

AroundtheWorldを特集して各国の林業事情を解説し

ている。その中でH.G・Reynoldsは「オーストリアで

は多目的利用なる語は農林業経営それ自体である」との

標題のもとにその現状を述べる。その意とするところは

アメリカで昨今問題になっている森林の多目的利用への

〃他山の石〃としようというのである。いまこれを紹介

するにあたっては，内容をより正確にするため，手元に

あるJahresberichtiiberdieForstwirtscha丘（オース

トリア連邦艇林省刊行，1964)を参考とした。筆者｢注」

は主としてこれによる。

1．はじめに

多目的利用に関する諸問題はオーストリアでもアメリ

カと同様であぁ。しかし経済条件と行政組織を異にする

ので，多目的利用についてのオースl､リア人の経験は直

ちにアメリカに応用されるとは思わないが，オーストリ

アで多目的利用がますます高度に行なわれうることを知

って心強く感じるものである。

森林は約800万エーカーで全国土面積の約40％を占

める〔注〕・過去1800年代以来これら森林は十分に多目的

利用森林として管理された。

〔注〕全面積8,385,000haの共和国で，中欧ではスイスに

つぐ山国，森林は3,352,000ha,中南部地区に多くシュタ

イエルマルク，ケルンテソの2州だけで47％を占めている。

オース1，リアの森林は主として針葉樹でトウヒが最も

豊富である。その他の樹種はマツ，カラマツ，モミの順

である。広葉樹ばおもにラナとナラで森林面積の16％

しか占めていない〔注〕。

〔注〕この状況を伐採戯で見ると針葉樹8,235千m3(84.5

％：うち用材84.5％，燃材15.5％)，広葉樹1,701千rn3

（15.5％：うち用材34.6％，然材65.4％）である。

約450年前に制限法が成立するまでは中央アルプスの森

林の多くが艇耕と放牧のために伐採された。その後農場

の機械化は森林の過伐を促進した，というのはそれら装

備の支払いに森林からの収入を必要としたからである。

現今は腱場機械化の結果，地方住民が都会へ移動し多少

森林伐採問題を相殺する傾向にある。また樹木は見捨て

られた急峻な傾斜地の生産性の低い農地をふたたび占領

しばじめたし，過伐も現在ごくわずかな孤立した未開発

地区にゑられるにすぎない。

高山地帯の過伐はなだれと洪水浸食を促進する。たと

えばチロル州におけるなだれの2/3はすべて過伐に起因

するものである。そこで人工造林は土地の安定復旧に欠

くことのできないものと考える。

放牧はオースI､リアの各地域でいまなお問題になって

いる。伝統的に艇民は家畜をツンドラ帯や伐跡地および

森林内に放牧する。そして彼らは家畜の生産過剰や過度

放牧の森林更新に及ぼす危害をなかなか信じようとはし

ない。の承ならず，森林地帯の典型的な農民はその収入

の50％を家畜に，40％を森林に，10％を観光客に依存

している。

そこで次の二つの経済的事がらが林地放牧問題改善の

助けになっている。すなわち，その1は科学的伐木によ

って更新進行に著しL,障害なしに家畜を放牧できる区域

を断続的に造る。その2は多大の皆伐面を必要とするス

キー系ロープが，そこに牧草の種子が播かれたとき，放

牧地を提供する。これら二つの事がらによって森林更新

に対する多大の苦難が和らげられたのであった。

オースl､リアでは狩猟動物が森林更新に多くの損害を

与えている。赤鹿とオオノロシカCPoebuCk)は損害の

90％をもたらし，赤鹿による〃樹皮の剥離"は最も重大

な問題である。また赤鹿とオオノロシカは葉を食い荒ら

し稚樹を損傷する。これらはともに過剰生息であり冬の

繁殖期に集中する場所に最も大きい損傷が発生する。そ

の頭数は許容鎧（損傷を最小限度に止あうる状態）の2

～3倍に達している。約200年前に林業家が森林をもっ

ぱら針葉樹生産に変換する試承でヤナギやポプラを除去

したとき狩猟動物の餌あさり区域の不十分さが強められ

た。

オーストリアにおける多目的利用は森林地の行政が三

つの異なる機樅で担当されるので多少複雑である。山林

局は森林，家畜放牧，それにレクリエーションを管理す

る。なだれ・野渓管理所は水と土の問題を取り扱い，各

州は狩猟を管理するために狩猟管理所を持っている。

2．森林行政

オーストリアの各州には国農林大臣所属の林業課に出

頭する林務主任官がいる◎林務主任官は多数の林業地区
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を監督する。地区森林官はその地区における国有林およ

び私有林両方の経営案を編成する。オーストリアでは林

地の67％は私有，14％が国有で残りは部落有，市町村

有，その他（州有等）である〔注〕。

〔注〕ここで国とは連邦(Bund)を懲味し，国有林(Bund-

esk)rste)は97営林署(FOrstverwaltUngen)により櫛理経

営されている。これを州(Land)別に見ると，ニーデルエス

テルライヒ（ウィーンを含む）21，オーベルエステルライヒ

18，ザルツブルク23，チロル18，シュタイエルマルク11,

ケルンテン4，フオルアルベルク1，ブルケンラント1，と

なっている。私有林については上記の67％は純然たる個人

有で50ha未満が60%,50ha以上が40%を占めている。

公有林は13％で部落有林(Gemeinschafiswalder)9%,

市町村有林(Gemeindewalder)3%,州有林(Landes-

walde',は1%余というところである。

私有林所有者は投票権を持つ腱林会議所の委任会員たる

資格(mandatorymemberShiP)を保特する。また会員

は法律上の承ならず技術的助言の機能も与えられてい

る。

森林管理一地区森林官は農家に対し彼らの森林をどう

切るかについて助言する。その技術的助言には伐採木の

量，伐採箇所，森林からの木材の移動にまで及び，より

高い価格を目ざしての総合的な木材販売および人工造林

地の経饗軽減に対するさしず強化をも含んでいる。

森林はその大部分が〃高林〃として経営され，わずか

に2.5％が低林として扱われている。高林は80-120年

伐期で管理され，更新は天然または人工で行なわれるも

のとする。I､ウヒーモミーカラマツ林における伐採手順

は育林の集約さを例証するものである。なだれが問題に

ならぬ低海抜地帯でば育林法として〃孔状伐採(hole-

cutting)〃が用いられる。林冠(canopy)に小さな孔を

造るように林木が切られ，その孔にまずモミが再生し次

いでトウヒがモミの下に成立する。もし天然更新が失敗

に終わる場合にはその孔には人工植栽が行なわれ，更新

が期待どおりであるならば孔の大きさは漸次拡大する。

かくしてこの伐採法は更新を有利にするの承ならず風倒

を減少するのに役だつのである。高海抜地帯では〃孔状

伐採〃法は雪害軽減のため帯状または方形状に皆伐する

ように変更される。

多くの針葉樹燃材がオーストリアの森林で伐採される

が，それら伐採は森林損害を避けるため林務主任官によ

って規制されている。

森林損害一山林局は狩猟人口の縮小を州狩猟課(Game

Department)に勧告することで狩猟による森林損害を

少なくしようと試ゑる。毎年地区森林官は林地所有者と

会合し森林損害と狩猟度数との調盤について論議してい

る。もし林地所有者が地区森林官との協議で狩猟損害を

実証しうるならば，狩猟課は所有者の損害に対し補償し

なければならない。

オーストリアでは森林昆虫がかなりの損害をひき起こ

す。D物彫sei""ss""jによるモミの葉食害は単木ごと

に薬剤燃焼の煙で制御する。またヤツバキクイムシによ

るトウヒ丸太の被害は丸太の皮剥ぎによって防がれる。

雪，氷，および嵐の森林への被害は年成長量の15％

に達すると見積もられている。

火災による森林損害は比較的少ない，というのは火災

の起こりがちな環境条件はめったに起こらないし，森林

に近い人口澗密な地方の住民は火災の発見と鎮圧に著し

い効果をあげているからである。（以下次号）

三井鼎三
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の

会員の皆様の投稿を募ります。下記の要領によりふるってご寄稿下さい。会員
の投稿によって誌面がにぎわうことを期待しております。

■技術体験の紹介，実験・調査等の結果の発表。自らためし，研究したり，調査したり，実行した結果をわか
りやすく他の会員に紹介する目的で，要点だけをできるだけ簡単に書いて下さい。複雑な図や表はなるべく
省いて下さい。〔400字詰原稿用紙15枚以内（刷上がり3ページ以内)〕
■林政や技術振興に関する意見，要望，その他林業の発展に寄与するご意見，本会運営に関すること,会誌に
ついての意見，日常業務にたずさわっての感想などなんでも結構です。

〔400字詰原稲用紙10枚（刷上がり2ページ)〕

口上記についての投稿ば会員に限ります。また原稿は未発表のものをお寄せ下さい。
口図，表，写真などを入れる場合は，上記内の制限字数から’枚について400字ずつ減らしてお書き下さい。
口原稿には，住所，氏名（必ずふりがなを付ける）および職名（または勤務先）を明記して下さい。
ロ原稿の採否，掲載の時期については，編集室にお任せ下さい。長すぎる原稿は紙面の関係で掲載できません
ので，お返しするか，圧縮することがあるかもしれませんから，ご了承下さい。

口掲賊の分には，薄謝を贈呈いたします。
口送り先東京都千代田区六番町7郵便番号〔'02〕日本林業技術協会編集室
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林分施業法

高橋延清著

1971,127頁，650円

全国林業改良普及協会

大気と水の汚染,山くずれの多発，

自然保誰への世論の高まりなどに関

連して，森林は単なる木材生産の承

に使用することは許されなくなり，

多目的利用の時代にはいった。しか

らば森林はどのような施業をすべき

か。それに答えて，本書ほ北海道の

天然林について一つの方法を提示し

ている。はじめに従来の択伐作業の

失敗の原因を述べ，人工造林の困難

性を指摘したのち，林分施業法の意

義と6原則を示し，次に施業技術を

具体的にわかりやすく解説してい

る。要は，森林生態系の調和を維持

しながら，木材生産の経済性と公益

機能の両立を追求するというもので

ある。こう書けば，観念的生態学者

のいうことと大差ないように見える

が，1/3世紀にわたる現場生活の体

験をとおして得たものだけに信用で

きる。森林保護や自然保護にも深い

考慮が払われていることは，他の森

林施業論には見られない点である。

本書を読んでとくに感じたことは，

森林はまさに生きもの，観念的・画

一的な取扱いではかえって悪化す

る。一つ一つの林分を深く観察し，

それに適した施業をしなければだめ

だということである。名人芸が必要

となるゆえんであろう。

は大学における講義の参考書として
樹病学

書かれたものであるが，一般の林業

千葉修著技術者にとっても有益な記述が少な

くない。しかし，通読してふて，な
1971,226頁，1,200円 んと_なくもの足りなかった。読者を

カッカさせるものがな･い･たいへん地球出版
にクールな感じである。教科書とは

前半の1～6章は病気の発生経過．そういうものがもしれない。しかし
●●の

発生条件・診断・防除などの病理学学問になにかを求めようとして大学

的埜礎事項の解説に，後半の7～12にくる学生にとって，試験のための

章は菌学的記述と樹病各論にあてら暗記の対象で終わってしまう教科書

れている。主として国内の研究業績ではおもしろくない。現在の樹病学

に基づいて，わりあい少ない紙数のがかかえている問題点をえぐり出

中で，病理学の重要な事項をもれなし，将来へ向けての大胆な提言がぼ

く解説し，個々 の樹病の実態をひとしかった。耐病性育種と大気汚染に

とおり教えてくれる。きわめて要領よる被害に関する部分は，かなり熱

よく，ソツなくまとめてある。本書がこもっていて，興味深かった。

（お申し込み，お問い合わせは直接発行所にお願いします）

DIIIIUO'0111UDOO'111Ul'011UIIJIIIII'Ul8IIIUl1,'OIIIIIIW0IIIUjo1111岫加lllllIIIInllUIIIhUIIIIF11III8000I11UJOOllllu』jIIIRII｣IInIIIIIImllllUﾛｨ11"'1111003'1IRIUIIIIm

下記の本についてのご注文は，当窃会へ

古書はとかく売切れになりやすいので，ご注文は，お早目に。お申し込拳に対
し在庫がありましたら，すぐ送付致しますから，それによってご送金下さい。

古書 コーナー

書名 ｜箸者
治水殖林本源論熊沢蕃山先生遺A5111頁明372,000PJ

訓

日本林業の分抄林業生産の倉沢博編A5603頁昭362,000円
構造

樹木の毛茸図説(1)図倉田。中平B574頁昭26800円
毛茸による特用樹種の品種識倉田益二郎A5148頁昭232,000FJ
別に関する研究

特用樹種倉田益二郎A5276頁昭241,800円
林政八書旧琉球藩・編A6119頁昭9(和綴）

2,000円

やさしい林野測量の実務黒田清三郎A5430頁昭41900円

亜高山地帯の造林技術草下･岡上･松井A5183頁昭45700P]

製品事業研究発表論文集前橋営林局B5208頁19561,500円
第1号

収穫提要前橋営林局A5325頁昭28･1,000円
企業特別会計法の研究熱槇重博A5319頁昭38800F3

北海道の林業立地に関する研牧野道幸B5116頁図版8枚昭38
究 800円

公有林野政策とその現状直貝竜太郎A5409頁昭341,D00R

日本の棚と木蝋正木八十八A568頁昭131,500R

満鮮林業概観満ﾘIIII木材通信社A5104頁地図2枚
康徳6年2,000円
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※ここに紹介する資料は市販されないものです。発行先へ

頒布方を依頼するか,配付先でご覧下さるようお願いいた

します。

綱英，堤利夫，渡辺弘之，島根大学農学部遠山富太

郎，三宅登，石井弘の学者グループに委託して行なっ

た。報告書の内容を目次から承ると，

l.除草剤使用によるマツ林の林分更新に関する調査報
生
ロ

1°はじめに

2．調査地および調査方法

3．下層植生の変化について

4．クロレートソーダの土壊の性質におよぼす影響

5．除草剤散布が土壌糸状菌に及ぼす影響にyついて
6．塩素酸ソーダの土壊動物に及ぼす影響

7．まとめ

1.ブナ天然林およびその伐跡地においてササ除草剤塩

素酸ナトリウムの散布力辻壌動物に与える影響

1．序言

2．調査地域について

3．研究法

4．調査結果

5．土壊動物数の年変動と除草剤散布の影響について

6．結言

M除草剤によるブナ林の天然更新に関する研究

1．はじめに

2．試験地の設定

3．天然林の概要

4．除草剤散布前の地床植相

5．除草剤散布後の地床植相

6．中下層植生の帯状皆伐について

7．地表かきおこしと山引苗の植付け

8．ブナの直播き試験

9．おわりに

Ⅳ、除草剤使用によるマツ林の林分更新に関する調査報

告（ブラッシキラー使用の場合）

1．調査地および方法

2．下層植生に与える影響

3．ブラッシキラーの土壌の性質に対する影響

4．ホルモン系除草剤（プラッシキラー）が土壌糸状

菌に及ぼす影響

5．土壌微生物の活性について

6．まとめ

（配付先営林局）

園昭和45年度特別研究成果の概要

農林水産技術会議事務局昭46.9B5版160P

農林水産技術会議では，農林水産業の動向および政策

推進上の立場からの新しい要請に即応するため，また新

研究分野の開発ならびに急速な研究水準の向上等を図る

ため，集中的に研究を実施する必要があると考えられる

緊急かつ重要な研究問題について，従来から農林省関係

試験研究機関等の協力のもとに特別研究を編成して推進

してきている。本書は，45年度に実施した研究課題ごと

の研究経過および結果の概要を整理したものである。な

お，45年度で終了した課題は含まれていない。

本書のうち国立林試が参加している研究課題は次のと

おり。

1.行政対策関連特別研究

（1）童つくいむしによるマツ類の枯損防止に関する研

究（43～46年度）

②除草剤の森林生態系におよぼす影響とその調査方

法に関する研究“～47年度）

（3）火災に安全な木質材料の開発に関する研究（45～

47年度）

(4)・農林水産物の生育環境保全に関する研究（大気汚

染による農林作物被害の測定方法に関する研究）

（43～46年度）

1．新技術開発特別研究

（1）満培養技術の確立に関する研究（44～46年度）

（2）永年性木本作物の育種における早期検定法の確立

に関する研究（43～47年度）

（3）連作障害要因の相互関連性の究明に関する研究

“～48年度）

（配付先都道府県林試）

園マツおよびブナ林の除草剤による林分更新
の調査研究

6

､

今
．一

一

が
０
〃

易

林野庁業務課46年8月B5版247P

この研究は，除草剤（とくに塩素酸ソーダ）が土壌生

物にどのような影響を与え，それを介して土壌がどのよ

うな影響を受けるかを，野外，実験室における実験を通

じて追求したもので，林野庁が京都大学農学部四手弁

－38－
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量”……圏…｡…“購繍職燃薙
曼て注目されているのがこのPCB(ポﾘ塩化ビﾌｪﾆー検体を調べた結果,ほぼ半数の51品目,146検体から'菖

冒

鬘ル)です。かなり高淡度のPCBを検出したと発表しました。皇

溌 溌雲
皇に合成された有機塩素系化合物です｡電気の絶縁性やPCBは,人工物質だけにプﾗｽﾁｯｸなどと同じよ昌
薑熱伝導率にすぐれているため電気部品のトランスや．うに自然界では分解されにくく，体内にはいると皮下昌
三 ＝

三ンデンサー，印刷インク，塗料などに広く使われてい脂肪や中枢神経系脂肪に蓄積され,急性の場合は，皮皇
喜ます｡これらPCBを使う電気工場や製紙･印刷工場膚･肝臓に障害が起きるいわゆる｢ｶﾈﾐ油症｣にな量
三などから直接漏れたり，気化するほか，塗料がはがれるので最も恐ろしい，新しい環境汚染として世界中で皇
＝ 言

臺て落ちたり，印刷物をゴミ焼却場で燃やすさい，大気問題になっています。昌
＝

冒冒＝
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ご憾圭

蒙
古
の
大
平
原
の
住
民
は
、
高
性
能
の
双
眼
鏡
を
携
え
た
わ
れ
わ
れ
文
明
人
？
よ
り

も
は
る
か
に
早
く
、
地
平
線
の
か
な
た
か
ら
現
わ
れ
て
来
る
騎
馬
隊
や
自
動
車
を
適
確

に
発
見
で
き
る
、
す
ば
ら
し
い
視
力
あ
る
い
は
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
光

学
機
械
の
狭
い
視
野
に
偶
然
は
い
っ
て
来
た
対
象
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
よ
り
も
詳
細
に

観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
広
漠
た
る
大
平
原
で
四
周
の
情
勢
の
刻
会
の
変
化
を
正

し
く
把
握
し
、
適
切
な
対
応
策
を
立
て
て
い
く
能
力
に
お
い
て
は
と
う
て
い
彼
ら
に
お

よ
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
戦
後
の
わ
れ
わ
れ
の
歩
い
て
来
た
道
を
ふ
り
返
る
と
、
学

界
、
官
界
、
業
界
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
指
導
的
階
層
に
あ
っ
た
人
盈
が
、
い
わ
ば
自

分
の
持
っ
て
い
る
双
眼
鏡
の
拡
大
性
能
や
解
像
力
ば
か
り
を
誇
り
合
う
よ
う
な
傾
向

に
あ
り
、
大
衆
を
基
盤
と
し
た
天
下
の
現
況
と
、
次
に
来
る
べ
き
環
境
推
移
の
趨
勢
を

見
通
せ
な
か
っ
た
結
果
、
大
衆
は
右
へ
左
へ
と
振
り
ま
わ
さ
れ
た
り
、
と
て
も
つ
い
て

は
い
け
な
い
と
そ
つ
ぼ
を
向
い
て
し
ま
っ
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る
。

頭
の
よ
い
者
必
ず
し
も
目
が
よ
い
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
、
日
本
的
秀
才
に
は
天
下

の
形
勢
を
見
渡
し
、
現
場
の
実
態
を
正
し
く
と
ら
え
て
、
そ
の
総
合
の
上
に
立
っ
て
将

来
の
進
展
方
向
を
決
定
し
て
ゆ
く
こ
と
は
必
ず
し
も
得
意
で
は
な
い
ら
し
く
、
一
流
の

経
営
者
、
技
術
者
を
多
く
そ
ろ
え
た
大
企
業
に
お
い
て
も
、
次
の
時
代
に
そ
の
企
業
を

さ
さ
え
る
た
め
の
新
し
い
主
力
製
品
の
開
発
と
か
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
経
営
戦
略
展

開
の
方
向
づ
け
に
は
、
意
外
に
ミ
ス
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
情
報
化
時
代
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
時
代
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
基
礎
に
な
る
個
々
の
情
報
を
と
ら
え
る

の
は
人
で
あ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
高
性
能
双
眼
鏡
の
後
（
ま
た
は
上
）
に

立
っ
て
ば
か
り
物
を
考
え
物
を
言
う
、
類
型
的
日
本
的
秀
才
一
辺
倒
を
卒
業
し
て
、
油

と
汗
の
中
か
ら
、
そ
の
目
、
そ
の
肌
で
生
き
た
情
報
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き

る
本
当
の
技
術
者
を
育
て
て
い
く
努
力
を
始
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蒙
古
人
の

す
ば
ら
し
い
眼
力
も
、
絶
え
間
の
な
い
現
地
訓
練
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。

（
Ｅ
・
ヴ
オ
ル
フ
）

活
眼

＝

Ｋ
▼
幻
＊
よ
亨
警
ｆ
今
辱

－39－



〃

一
一
一
ｂ
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
』
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
』
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

月 日｜時行 ｜会間I鱗場
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5月25日（木）9:00～17:00第18回林業技術コンテスト 東京営林局会議室
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』

5月26日（金）10:00～12:00理事会

13:00～17:00第18回林業技術賞受賞者表彰

第5回林業技術奨励賞受賞者表彰

第18回林業技術コンテスト受賞者表彰

第27回総会（通常）

藤岡光長賞表彰

17:00閉会

全国町村会館

〃

〃

〃

〃

〃

〃

本会会議室
〃

二

5月27日（土） 10:00～12:00支部幹事会

9:00～12:00コンテスト参加者都内見学および懇親

会
’
一 ■一

ニー ニ＝
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一.三唱一』差ﾖｰｰｰｰ

協会のうごき
張

し林業技術編集委員会q

3月14日（火）本会会議室において開催

出席者：西口，中野真人，中村，蔵持の各委員と本会

から小田，堀，小幡，吉岡，八木沢，橘

し森林航測編集委員会q

3月7日（火）本会会議室において開催

出席者：西尾，北川，淵本の各委員と本会から堀，梶

山，丸山，八木沢，寺崎

◎第5回常務理事会

昭和46年2月17日正午より本会会議室において開催

出席者常務理事:伊藤，飯島，浦井，遠藤，神足，

園井，高見，立石，徳本，堀

参与：加納林試調査部長，林野庁計画課

長(代)，林産課長(代)，研究普及

課長(代）

本会：蓑輪，小田，吉岡，松川，坂口

蓑輪理事長より挨拶があり，引き続いて会務全般につ

いて説明があった。このあと小田専務理事より細部につ

いて補足説明がされた。最後に各常務理事より質疑応答

があり13時30分閉会した。

◎常務理事堀正之が熱帯林航空写真判読調査現地巡回指

導のため，農業開発財団の委託を受け，昭和47年3月21

日より4月5日までの期間インドネシアへ出張

、渡辺，山下，白井の各職員がインドネシア，セレベス

島マリリ地区の森林調査のため3月25日より約40日間出

一

昭和47年4月10日発行

林業技術第361号

編集発行人蓑輪満夫

印刷所合同印刷株式会社
ヘヘーー

発行所社団法人日本林業技術協会

東京都千代田区六番町7（郵便番号102）

冠酷（261）5281（代)～5
（嬢替東京60448番）

－40－
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林業経営双書 立 林 集
材
機
作
業
テ
キ
ス
ト

伐
木
造
材
作
業
テ
キ
ス
ト

八
日
本
林
業
維
営
者
協
会
長
徳
川
宗
敬
推
顧
書
ｖ

森
林
風
致
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
”
域
篭
崎
諮
蟻
蜘
一
宇
門

Ｉ
そ
の
意
蕊
と
森
林
の
取
扱
い
ｌ

本
書
は
、
森
林
に
対
す
る
レ
ク
リ
ニ
ー
シ
量
ソ
需
要
に
対
応
し
た
森
林
の
風
致
的
・

厚
生
的
利
用
技
術
を
図
や
写
真
で
解
説
し
た
好
箇
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

入
会
林
野
近
代
化
法
の
解
説
緬
噛
辮
鋤
編
著

造
林
技
術
の
実
行
と
成
果
造
林
技
術
鯛
蕊
会
編

カ
ラ
マ
ツ
材
の
需
給
構
造

図
解
に
よ
る
伐
木
造
伐
作
業
法
癖
職
吟
舗
鐸
幟

高
密
路
網
の
考
え
方
と
実
際
ス
リ
ー
ェ
ム研
究
会
編

図
と
写
真
で
学
ぶ
作
業
の
や
り
方
ス
リ
ー
ェ
ム研
究
会
綱

担
当
区
主
任

こ
れ
か
ら
の
事
杢

團
信
林
と
地
域
経
済
’
四
国
の
隔
右
林
Ｉ
榊
軸
恥
蓉
勤
銅
Ａ
鰄
劉
釧
頭
○
円

囮
好
評
図
書
の
選
定
案
内
圏

図
説
造
林
技
術
造
林
技
術
研
究
会
續
溌
判
識
毒
価
千
円

林
野
庁
の
造
林
関
係
技
術
者
が
、
飛
恥
的
に
発
展
し
て
き
て
い
る
造
林
技
術
を
、
誰

も
が
溶
易
に
と
り
入
れ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
嘘
憩
い
か
、
に
つ
い
て
研
究
会
を
殻

け
検
討
の
紡
果
、
各
個
別
技
術
全
般
に
わ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
点
を
写
典
や
図

を
も
っ
て
平
易
に
、
し
か
も
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
解
説
し
た
の
が
木
瞥
で
あ
る
。

れ
か
ら
の
事
務
を
考
え
る
林
業
技
術
研
究
会
綿
新
晦
判
鋤
愈
○
円

ｌ
融
た
ち
の
仕
小
と
遡
子
計
算
賎
Ｉ

塩
見
友
之
助
薪
南
方
材
の
開
発
輸
入
／
価
捌
円

赤
井
英
夫
箸
木
材
需
給
の
動
向
と
展
望
／
価
郵
円

森
蟻
夫
著
現
代
の
山
村
・
林
業
問
題
／
価
捌
円

隅
田
達
人
藩
林
業
労
働
の
特
性
を
衝
く
／
価
剛
円

１
国
右
林
野
Ｗ
雛
の
出
来
澗
制
と
生
産
性
の
検
討
Ｉ

木
幹
材
積
表
林
野
庁
計
画
雛
細
Ａ
岬
判
抄
頭
○
門

業
経
営
論
大
金
永
治
箸
Ａ
脆
鋼
糾
頭
○
円

の
一
年
林
野
庁
業
務
課
監
修
Ｂ
咋
判
却
念
○
円

色
。
■
■
口
０
凸
■

信
州
大
学
教
授
農
学
Ａ
五
判

椰
士
菅
原
聡
藩
Ⅲ
一

林
野
庁
監
修

Ｂ
五
判
カ
ー
ド
式

フ
ァ
イ
ル
付
Ａ
五
判
伽
買

価
一
、
四
○
○
円

Ｂ
維
判
柳
醒
○
円

Ａ
五
判
酬
頁

川
一
、
二
○
○
円

Ｂ
六
判
川
頁

価
六
五
○
円

Ａ
五
判
剛
頁

価
六
五
○
円

Ａ
五
判
噛
頁

価
三
五
○
円

東京都新宿区

市谷本村町28
ホワイトピル

日本林業調査会
髄話(269)3911番
掘替東京98120希

lllilllli

三
五
○
円

三
○
○
円

一一一~一一■■一一一・一E誠心－－垂

新刊

わかりやすい林業研究解説シリーズ47

艇林技官山本肇著

トドマツ人工林の成長と土壌
P.62定価250円〒実費

新刊

わかりやすい林業研究解説シIノーズ48

織籠嬰撚蝋劉薪
しいたけの育種および原木用材と牛涯量

０

４

－

■

■

０

。

■

■

■

■

百

日

■

■

で

■

P,70定価250円〒 実費
宮一一一《《へ〈《酉〕ナヘヘヘー《へ圭一ク〈〈へ一へ一ケ《《《』罰》夕《へ一夕《《

最 新刊
わかりやすい林業研究解説シリーズ49

腱林技官村ジ|：広著

混牧林施業と林地保全
P.50定価2500円〒実饗

‘5281（代表)～5
jif601148W澱日本林業技術協会職*甥）側〔京#|{千代111区六番町7



Iゼロの価値を生かす
牛方のo輔鮠装置

昭
和
四
十
七
年
四
月
十
日
発

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
側
鯆
一

1

ワンタッチでO位置セットー目盛の二度

読取り、差引計算の必要がありません。

石
口
鋼
“
戸

S-25H－テコン

最もコンパクトなトランシ
ット
5分齢水平分度帰零式

←O-bac装置

認撤鐙:12X

明るさ抜群薄暮可能

■帰零レバーと遊標銃取懇

■
■

行

仙
郵
便
物
認
可

LO
ﾛ

（
毎
月
一
例
十
日
発
行
）

鮒
静思1白

USHIKA1ATWINHEREOSCOPE 軍趣

(ケース共）種別 望遣鏡 高度分度 定価

pNppR私己己己匡 1.3岸 27.500距守12X 全円

1．目盛

トラコン

1.2砂S-27 ロ径18粥 24.000

林
業
技

L

1.1彫全長120莞 21,500S－28

鯛常
円|11"121,500

目盛’1.0吟’16.000S-32

目4ツの
全磯穫水平及び蔑度徹動装迩付、直角副視準器装茜

NO.OO1オッ”勿茨ﾗﾆ垂旬-L

術
､

第
三
六
一
号

直進式でしかも軽く、極針がないので、

図面、写真、デスクをいためません。

読分車目盛ワンタッチ婦零←O-bac装置
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